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巻 頭 言 
 

関西ベンチャー学会誌の創刊にあたって 

                                   関 西 ベ ンチ ャー 学 会 会 長  吉 田  和 男 
                                   京 都 大 学 経 営 管 理 大 学 院 教 授  
 

 

 関西ベンチャー学会から待望の学会誌が創刊さ

れることになりました。平成 14 年に発足しまし

た関西ベンチャー学会はキャンパスアカデミーに

おけるベンチャービジネスの研究と現実の経済活

動をされているベンチャービジネスに関わる実務

家との共同作業として新しい「ベンチャー学」を

構築し、これによって関西経済の発展に資するべ

く活動を続けてきました。なかでも、学会として

新しい学問体系としての「ベンチャー学」に向け

て会員各位が努力されているところです。このた

めに、学会誌は不可欠であり、これによって学術

的蓄積が行われることが関西ベンチャー学会の目

的を達成するための基本であります。ベンチャー

ビジネスに対する研究は従来の経営学の一分野と

言うよりもより幅の広い物が求められます。事業

を創生するためのベンチャービジネスとして独特

の組織論や経営管理論が必要なだけにとどまらず、

知的財産権、ベンチャーファイナンス、マーケッ

ティングなどの分野におけるベンチャー独特の研

究が必要になります。さらに、地域の発展との相

互関係、社会との共生などの課題も重要です。地

域にはベンチャーのシーズが多く存在しています。

ビジネスが社会と共生してゆくことは大企業でも

同じ事ですが、新しい動きを作ろうとするベンチ

ャーにとっては重要な問題です。多くの人に支え

られてベンチャービジネスは育ってゆきます。ベ

ンチャービジネスの取り巻く環境に関する課題は

豊富に存在します。 

 ベンチャービジネスにベンチャー投資を呼び込

むためには従来の経営者個人の保証を中心とした

中小企業金融という枠組みだけでなく、大企業と

同様の会計情報の開示も必要になります。また、

ベンチャーキャピタルがベンチャービジネスへの

投資を実現するためには事業リスクの評価を行う

とともに、経営者と一緒になって問題解決を行う

ためのハンズ･オンが必要になってきます。これら

のベンチャーキャピタルの機能を高めるための研

究も必要になってきます。 

 関西ベンチャー学会誌は研究の蓄積を行って学

術上の蓄積を作るためだけではなく、これがベン

チャービジネスに関心を持たれている各層に幅広

く読まれることによって、関西ベンチャー学会の

目的であるベンチャービジネスを盛んにして経済

の活性化を行うことにもつながってゆきます。ベ

ンチャービジネスに関わる分野はキャンパスアカ

デミーと実務家の協力がキーポイントとなるわけ

ですが、学会誌がその意味でも幅広い各層の中で

問題意識とその解決への努力の共有についての役

割を果たすことに大きく期待したいところです。

会員の盛んな研究活動を促進し、関西の経済活動

の活性化に資することことが学会誌の創刊に大い

に期待されるところです。 
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随 想 
 

ベンチャーは不況の子－世界大不況に想う－ 

前 追手門学院大学長・学院長  後 藤  幸 男 
 

 ベンチャー・ビジネス（ＶＢ）は不況の子。こ

れは私の持論である。大きな不況が襲来するたび

に、ベンチャー、ベンチャーと急に喧しくなる。

私の記憶に誤りがなければ、昭和４０年代（１９

６５年）の初め頃、立石電気（現オムロン）の創

業者社長立石一真氏達何人かの、主に京都に事業

所をもつ中堅中小企業経営者が集まってベンチャ

ー研究会が開かれた。その時のメンバー会社の多

くは、大企業に成長している。もともと京都はベ

ンチャー精神旺盛な企業が多数存在する土地柄だ

から、この成長は当然であろう。当時はまた東京

オリンピック開催前後の過剰投資の反動で、少な

からず沈滞ムードが支配していたが、昭和３８年

（１９６３年）に東京、大阪、名古屋に設立され

た中小企業投資育成株式会社（ベンチャー・キャ

ピタル日本版）を利用して、その頃の最先端技術

を活用すべく、積極的な投資が進められた。これ

がベンチャー・ブームの始まりで不況克服に大き

く貢献したことは言うまでもない。 

 次は「いざなぎ景気」の後に現れたニクソン・

ショック（１９７１年）と第１次オイル・ショッ

ク（１９７３年）による不況で、このときは、そ

れまでの輸出主導型経済と外国技術依存型経営か

ら脱却し、独自技術の開発と展開を通して再び高

度成長経済を実現すべく、ＶＢとくにニッチ・ビ

ジネス向け投資や、列島改造ブームによる建設・

不動産関連投資が盛んに行われ、景気回復が促進

された。第２次ベンチャー・ブームである。 

 しかし第２次オイル・ショック（１９７９年）

が起きて低成長経済への移行を余儀なくされるや、

バイオ・メディカルやエレクトロニクス分野など

当時の先端科学技術の創造と技術革新の推進が叫

ばれ、この他に、新素材や省エネ技術の開発が強

く求められる一方、国のＶＢ支援政策も強化され

て、ベンチャー投資優遇の税制改革やＶＢの証券

市場への上場基準緩和措置など一連のＶＢ支援政

策がとられた。これらによって「平成のバブル景

気」の醸成にいささかならず寄与したことも否定 

できないところである。 

 だがあえなくバブルが崩壊し、橋本首相の提唱

による金融ビッグバーン政策がとられた結果、大

手金融機関が相次いで破綻したり、消費税率の引

上げによる内需停滞、さらにはアジア諸国の経済

的破綻やロシア危機など国際的な経済危機が訪れ

たことによって「失われた１０年」といわれる長

期低迷の時代に突入してしまった。ここにまた産

業の空洞化を回避し、雇用の増大と産業構造の高

度化を狙って、またまたＶＢ振興要請が表面化し

てきている。ＩＴ振興とその浸透政策、地球温暖

化や大気汚染の防止策、太陽光発電などの環境改

善技術の推進に対する一連の要請などはその好例

である。ソフトウェア、ニューサービス、その他

情報サービス分野のＶＢも大きく成長した。 

 １９９９年にはＩＴバブルが発生したが、アメ

リカの同時多発テロやイラク戦争の勃発により、

このＩＴ景気もあえなく弾けて、またもや景気が

低迷し、その後は小泉内閣による構造改革路線を

つっ走ることになった。 

 そして２００７年７月サブプライムローン問題

が表面化して世界経済は麻生首相の言葉を借りて

言えば未曾有の恐慌に陥った。さらに翌８年９月

リーマン・ブラザーズの倒産によって一気に金融

恐慌、大失業時代が加速された。現在不況からの

脱却を願って各国で各種の政策がアレコレ模索さ

れてはいるものの、はたしてどれだけ実効性があ

るのか異論百出まさに混沌混迷ここに極まった感

が深い。オバマ米大統領の出現によって、いつ、

どのようにして回復するか、期待感だけは高まっ

ているけれども･･･。 

 だがこういうときにこそ、これまで不況時に何

度も示された教訓を活かすべく、ベンチャー志向

を大いに盛り上げるべきではなかろうか。とくに
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我が国ＶＢの草分け的存在だった京都を先頭に、

関西企業がその先導役を担うべきではなかろうか。 

 前世期末から今世紀初めにかけて大阪湾ベイエ

リア構想が大きく提唱されたことは記憶に新しい。

もともと関西は電機・電子機器、半導体産業に強

く、またファッションや情報産業にもユニークな

アイディアや技術によって脚光を浴びた企業が多

数輩出している。見通しの暗い現在、新たに京都

大学山中伸弥教授の i PS 細胞の作製成功を核と

して、地元精密機器大手企業や製薬会社、銀行、

証券会社などの共同出資によって先端医療科学へ

の応用実現に大きい一歩が踏み出されているし、

神戸ポートアイランドには「先端医療開発特区」

が認定されるとともに、神戸市の外郭団体「先端 

医療振興財団」が実現化に向けて申請した「再生

医療の実現」と「消化器内視鏡先端開発」の２件 

が採択されている。また東大阪の中小企業９社な

どでつくる宇宙開発協同組合が「まいど１号」を

宇宙に打ち上げた快挙は、まさに「関西人の心意

気ここに爆発」の感が深い。 

 このように見ると、関西が起爆剤となって新た

にベンチャーを起こし、新技術をもって景気を回

復させ、そして新たな繁栄のキッカケとなること

もあながち困難なことではないであろう。もちろ

んわれわれベンチャー研究に従事する者も出来る

限りの尽力を惜しんではなるまい。関西ベンチャ

ー学会の学会誌創刊に際してこのように切望する

とともに、学会の発展を祈念してやまない。 
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論 文 

 

「収益分析を目的とした製造業のサービス化の分類方法の検討」 
The study of  the  classification of  manufacture  service strategy 

 

京都大学大学院 経済学研究科博士後期過程 Ｄ１ 石 尾  和 哉 
Graduate School of Economics, Kyoto University   D1  Kazuya Ishio 

 

１）Purpose 

Service innovation is thought to be effective for manufacturing company’s profitability. So it is important to make 

clear service list. 

 

２）What kind services can be effective for profit improvement?The following two conditions are required. 

１User’s needs for the services. 

２”User’s merits ＞ service cost“ 

 

３）In order to find such services, services are to be valued by two standards. 

１user’s merit: we can measure the possibility to get orders. 

    ２supplier’s merit:we can measure cost controllability. 

 

４）we can guess the following two services can be effective for supplier’s profit.  

１services made by knowledge assets and for increasing products’ value 

２services made by  tangible  assets and for increasing products’ value 

 

Reason:Service sales can be increased without variable cost increase due to effective knowledge assets. Services 

by tangible assets can enjoy scale merits, so service profitability can increase. 

 

キーワード：製造業の付加価値強化、収益に貢献するサービス化 

     製品本体の価値増大につながるサービス、有形資産、知識資産 

 

９０年代、米国製造業はサービス化によって復

活したと言われる。製造業の付加価値強化のため

にサービス化は有力な選択肢であると考えられる。 

どのようなサービス化が製造業の収益に貢献す

るのかを明らかにすることが最終目的であるが、

そのために本論においては、まず製造業のサービ

ス化にはどのような種類があるのかを明確にした

い。 

 

第１節 分類の目的・研究の進め方 

収益貢献できるサービスとは下記の２つの条件

を充たす必要がある。 

①ユーザーのニーズがあること 

②「顧客メリット＞サービスコスト」であるこ

とそうしたサービスがどのようなものであるかを

明確にするために分類の基準軸を２つ設定する。

ひとつはユーザー視点での分類軸を設定し、ユー

ザーからの支持度合いの高いサービスを明確にす

る。もうひとつは提供者側の視点での分類軸を設

定し、収益効果に結びつくサービスとはどのよう

なものであるかを明確にする。この両者の視点を

両方満足させるサービスを明確にすることで、収
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益に貢献するサービス化の条件を明確にする。 

まず第２節において先行研究を分析して、製造

業のサービス化の分類軸、及び広くサービスの分

類軸を収集し、続く第３節において上記の分析に

有用な分類軸を抽出し、自説を展開する。 

 

第２節 先行研究のまとめ 

１先行研究（１）「製造業が試される 2つの『サー

ビス化』」半田純一。半田は、製造業のサービス化

には２種類あると言う。ひとつは製品に関連する

サービスであり、もうひとつは製品そのものの価

値を向上させるために役立つサービスである。 

①サービス化１：製品に関連したサービス提供

をバリューチェーンに沿って分類。例えば、

製品開発・マーケティング支援としてのコン

サルティングサービス、製造支援としてのエ

ンジニアリング、配送支援としての物流サー

ビス・設置サービス、アフターサポートとし

てのメンテナンスサービス、そして全体に対

してのアウトソーシングサービスやファイナ

ンシング等。 

 

 

 

 

 

 

 

②サービス化２：製品の購入・保有の満足度向上

のためにサービスレベルを向上させること。 

(例)即日配送、迅速な注文対応、迅速なメンテ

ナス対応 等 

 

⇒半田の「製造業のサービスを２種類に分類する」という着想は有用であるが、この２種類以外にも「モ

ノでなく効用を提供する」という方法で製造業そのものがサービス業化する、というあり方の製造業の

サービス化も有り得る。それがリース・レンタルサービスであろう。 

 

２先行研究（２）「製造業のサービス化の分類と知

識活用戦略」 

内平直志、小泉敦子（北陸先端科学技術大学院大） 

内平、小泉は、製造業のサービスを「モノを媒

介として顧客と製造業が一緒に価値を創造するプ

ロセス」と定義し、「一緒に価値を創造する」ため

には、顧客との接点を拡大する必要があることか

ら、「モノビス顧客接点拡大トライアングルモデ

ル」を創出。顧客接点拡大を 3 軸で特徴付けてい

る。 

事業ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

技術ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

計画立案設計 

ﾌｧｲﾅﾝｼﾝｸﾞ 

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

配送・配達ｻｰﾋﾞｽ 

設置 

ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

最適化 

モノをめぐる

典型的なバリ

ューチェーン 

 

「サービス」の

例 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
＆ｾｰﾙｽ 

製品開発 実装・配送 ｻﾎﾟｰﾄ・ 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ
の拡大 

製品ｻﾎﾟｰﾄ 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ＆修理 

部品補修・交換 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

変更、改定、
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ 

業務 
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

顧客管理 
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

請求回収 
ｻｰﾋﾞｽ 

IT 
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

（「モノ」と関連したサービス） 
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①アジャストメントの拡大： 

顧客との接点を販売から、Ｒ＆Ｄ、企画、設計、

製造、流通、運用・保守フェーズに拡大。(例)顧

客ﾆｰｽﾞ･利用状況に合わせたﾓﾉの調整･ｶｽﾀﾏｲｽﾞ｡ﾓﾉ

をより良く使うためのコンサルティング｡ 

 

②コミットメントの拡大： 

顧客の価値創造過程で発生するリスクを引き受け

ることで、顧客の活動を支援し、リスクに応じた

利益の配分を受ける。製造業は、顧客よりモノに

関する情報や知識を持っており、顧客より効率的

にリスクを取ることができる。(例)リース／レン

タル、運用代行、事業代行。 

③テリトリーの拡大： 

顧客の価値創造に必要なﾓﾉの周辺機能/ｺﾝﾃﾝﾂも一

緒に提供(ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ/ｿﾘｭｰｼｮﾝ)｡ 

(例)ｴﾚﾍﾞｰﾀﾒｰｶｰがｴﾚﾍﾞｰﾀ保守ｻｰﾋﾞｽと同時に設置

ビルの他の設備の保守も一括請負。携帯電話のｺﾝ

ﾃﾝﾂｻｰﾋﾞｽ・携帯型音楽ﾌﾟﾚｰﾔｰの音楽配信ｻｰﾋﾞｽ。 

(モノ=コンテンツのプラットフォーム。ｺﾝﾃﾝﾂ提供

者と一緒にﾃﾘﾄﾘｰを拡大する) 

 

 

⇒製造業のサービスを「モノを媒介として顧客と製造業が一緒に価値を創造するプロセス」という定義自

体が妥当かどうか検討が必要である。たとえば提供側が独自の発明によって創始したサービスなどは顧

客との共創とは言えない。アップル社の i-tune などはこうしたケースであろう。 

 

 
 

３先行研究（３）「製造業の知識化・サービス化に

関する一考察」 菊地隆・鴨志田晃 

 

菊地隆・鴨志田晃は、「サービス･マッピング」

を作成。全てのサービスを網羅的に捉えるために、

縦軸には供給サイドのコア・コンピテンスをハー

ドウェア（有形資産、資本集約的）、ソフトウェア

（仕組みやコンテンツなどの無形資産、知識資産）、

例： 
コンサルティング 

メンテナンス＆カスタマイズ 

アジャストメント拡大 

良品 Hoｗ? 
どうやって使うの？ 

ワンストップ 
ソリューション 
サービスプラット 
フォーム提供 

例： 

モノビス顧客接点拡大 
トライアングル 

便利 

テリトリー 
拡大 

コミットメント 
拡大 

レンタル/リース 
運用代行 
事業代行 

例： 

Who？ 
だれがリスクを取るの？ 

What？ 
何をやりたいの？ 

拡

大 

 拡 
大 

 

モノ 

拡 
大 
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ヒューマンウェア（無形・人的資産、知識・労働

集約的）と分類。企業のコア資産は、これ以外に

は論理上考えられない、と言う。 

経済の成熟化で企業のコンピタンスは下方に向

かってシフトしていく傾向がある。究極の差別化

手段は、やはり人の非線形的な思考、知識である。 

横軸には需要サイド（顧客）が受ける便益を分

類。まず、非定型知識・非線形知識・五感情報、

そして定型情報・技術・半加工情報という風に

知識・情報を 2つに分け、最後にはモノに体化

された技術或いはモノそのもの(ｴﾈﾙｷﾞｰ)等、生

産活動に付帯的な技術等とした。 

 

 

需要サイドが受ける便益とされている「知識・情報・モノ・技術」、という分類は顧客が受ける便益ではな

く、提供側の提供形式を言っている。そのためこれらは、供給サイドのハード・ソフト・ヒューマンの分

類と、実質的には同じことを言っているのではないか。 

  

 

(ｻｰﾋﾞｽﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ) 

・上方に行くに従いサービスの質の安定性が高くなる。 

・左の方に行くに従いｺﾓﾃﾞｨﾃｨｰ化しにくくなり､ｽｲｯﾁﾝｸﾞｺｽﾄが高くなる。  

 

Hardware 

有形資産 

資本集約的 

Software 

無形・知識資産 

(仕組み、ｺﾝﾃﾝﾂ）

Humanware 

無形・人的資産 

知識・労働集約的 

⑪ 

AI・ロボット？ 
⑫ 

情報提供型(機械) 

IVR 

①（半公益）資源・

エネルギー提供型

電力・ガス・水道

⑦     放送 

⑥集団時空間ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 
高級旅館・高級料亭 
その他高度接客業 

⑤集団（個人）ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞ 
映画・音楽・ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ・ 
ｸﾘｴｰﾀｰ・ｺﾋﾟｰﾗｲﾀｰ 

④ソリューション提供 
コンサルティング 
弁護士、医師 
会計士、税理士 
建築士・教育 
IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ 
ｾｰﾙｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 
I－Banking 

⑩ 技 術 提 供
（IT） 
IT 定型業務 
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｿﾌﾄｳｪｱ 
SaaP・ASP 

⑨情報提供（人） 
コールセンター 
営業代理店 
旅行代理店 
一般接客業 
行政サービス 

⑧技術提供(人) 
美・理容室 
派遣介護 

③技術提供（人）

修理・メンテ 

 

②技術提供(仕組み) 
工業生産物付随 
ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 
流通・運輸・通信 
金融・不動産 
人材派遣 
その他モノ 
外食チェーン 

非定型知識 

非線形知識 

五感情報 

定型情報・技術 

半加工情報 

モノに体化、多く

が生産に付帯的 
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４先行研究（４） 

「サービスマーケティング原理」Christopher Lovelock, Lauren Wright ｐ．３５、４０。 

 

１）サービス分類の目的： 

  カテゴリー毎の課題・タスク・顧客に求められるベネフィットを理解し、効果的なサービス戦略を構

築する。 

 

２）サービスの分類方法 

 

サービスの分類方法 
分類の視点（石尾加筆） 
「提供者側かユーザー側か」 

１サービス・プロセスの有形／無形の度合い 提供者視点 
２サービス・プロセスの直接の受け手 
（対象が顧客自身か顧客の持ち物か） 

消費者視点 

３サービス・デリバリーの場所・時間 
（顧客が来るか顧客のところに行くか／その方法） 

消費者視点 

４カスタマイゼーションか標準化か 
（顧客別のニーズに対応か顧客全員が同じサービスか） 

消費者視点 

５顧客とのリレーションシップのあり方 
（対象が特定の個人か不特定多数か） 

消費者視点 

６需要と供給がバランスされる程度 
（需要変動の度合い） 

提供者視点 

７施設・設備・人がサービス・エクスペリエンスを構成す 
る度合い（顧客が有形要素と出会う度合い） 

提供者視点 

 

５先行研究（５） 

「サービス・マネジメント」Bart Van Looy, Paul Gemmel, Roland Van Dierdonck 上巻ｐ．２３。 

１）サービス分類の目的： 

サービスの特性がサービス･マネジメントに与える影響を考察する為。 

 

２）サービスの分類方法 

 

サービスの分類方法 
分類の視点（石尾加筆） 
「提供者側かユーザー側か」 

１無形性の度合い：無形性が高い場合の留意点 
・品質評価が困難。 
・標準化が困難で品質のバラツキ有り 

 ・在庫が持てないため提供システムに留意を要する 

提供者視点 

２顧客との接触の度合い：高接触度サービスの留意点 
・在庫が不可能なため提供システムに留意を要する 

 ・コミュニケーション能力の高い人材を要する 

提供者視点 

３同時性の度合い：高同時性⇒提供者・顧客間に相互作用 
⇒人的要素が重要 

提供者視点 

４異質性の度合い：提供システムの標準化の検討 消費者視点 
５消滅性の度合い：ｷｬﾊﾟｼﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの重要性 提供者視点 
６需要変動性の度合い：ｷｬﾊﾟｼﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの重要性 提供者視点 
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７サービスのカスタム化の度合い：従業員能力が課題 消費者視点 

８人材重視の度合い：設備重視か人材能力重視か 提供者視点 
９サービスの対象（人か物か）： 
 人が対象の場合はサービス提供プロセスに顧客参加が必 
須。従業員能力が課題。 

消費者視点 

 

５製造業のサービス化の分類に関する先行研究のまとめと評価 

 
タイトル・研究者 分 類 軸 評 価 

「製造業が試される
２つのサービス化」半
田純一 

①モノ関連サービス 
②製品価値向上に役立つサービス 

製造業のサービス化を考える
上で有用な視点である。これ
以外にも「モノでなく効用を
提供する」という製造業のサ
ービス化も有り得る(ﾘｰｽ･ﾚﾝﾀ
ﾙ)。 

｢製造業のｻｰﾋﾞｽ化の
分類と知識活用戦略｣
内平直志､小泉敦子 

顧客接点拡大の方向軸での分類 
①ｱｼﾞｬｽﾄﾒﾝﾄ拡大 
②ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ拡大 
③ﾃﾘﾄﾘｰ拡大 

これらは提供者視点の分類で
あり、新サービス創出のヒン
トにはなるが、収益性評価に
は関係が無い。 

｢製造業の知識化・ｻｰ
ﾋﾞｽ化に関する一考
察｣菊地隆､鴨志田晃 

１提供形式 
①有形資産 
②無形資産の知識資産 
③無形資産の人的資産 

２顧客が受ける便益 
 ①非定型知識・非線形知 

識・五感情報 
 ②定型情報・技術・半加工 

情報 
③モノに体化された技術、ﾓﾉそのも
の(ｴﾈﾙｷﾞｰ)、生産活動に付帯的な
技術等 

「顧客が受ける便益」とは言
っているが、中身は提供形式
と同じでる。 
提供形式の分類は収益性を考
える上でも有用である。 

「サービスマーケテ
ィ ン グ 原 理 」
Christopher Lovelock, 
Lauren Wright 
 
 
 
 
 

１提供者視点の分類 
①ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛｾｽの有形度 
②需給バランス度 
③施設･設備･人がｻｰﾋﾞｽｴｸｽﾍﾟﾘｴﾝｽ
を構成する度合い 

２消費者視点の分類 
①ｻｰﾋﾞｽ･ﾌﾟﾛｾｽの直接の受 
け手 

②ｻｰﾋﾞｽ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰの場所・時間 
③ｶｽﾀﾏｲｾﾞｰｼｮﾝか標準化か 
④顧客とのﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟのあり方 

７つの分類軸の中でも、ｻｰﾋﾞ
ｽ･ﾌﾟﾛｾｽの有形/無形度は在庫
による供給政策が取れるかど
うかに関わるため、提供者側
の収益性に密接に関係があ
る。 
またｶｽﾀﾏｲｾﾞｰｼｮﾝか標準化か
は､消費者の便益の度合いに
密接に関係がある。 
上記２つは分類軸として有用
である。 

「サービス・マネジメ
ント」Bart Van Looy, 
Paul Gemmel, 
Roland Van Dierdonck 
 
 
 
 

１提供者視点の分類 
 ①無形性の度合い 
②顧客との接触の度合い 
③同時性の度合い 
④消滅性の度合い 
⑤需要変動性の度合い 
⑥人材重視の度合い 

 

９つの分類軸の中でも、 
無形性の度合い、及び顧客と
の接触の度合いは在庫による
供給政策が取れるかどうかに
関わるため、提供者側の収益
性に密接に関係がある。 
またカスタム化の度合いは､
消費者の便益の度合いに密接
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２消費者視点の分類 
①異質性の度合い 
②サービスのカスタム化 
度合い 

③サービスの対象（人か物か） 

に関係がある。 
上記３つは分類軸として有用
である。 

 

以上のように先行研究におけるサービスの分類

軸は様々な基準のものがあるが、これらを供給者

側の収益貢献度合いを判断できるかどうか、そし

て消費者側の便益の大きさを判断できるかどうか、

という視点から選択して次節において、製造業の

サービス化の分類を行う。 

 

第３節 製造業のサービス化の分類 自説 

１）分類軸案：提供形式×消費者メリット の

マトリックスで分類する。 

 提供形式はコストコントロールのしやすさ

を判断し、提供者側の収益性の良否を判断

する。また消費者メリットの大きさによっ

て、売上獲得の可能性を判断する。 

 

 １提供形式：サービスの中心的な価値がどの形

式を取るかによる分類。 

①有形資産は量産効果による利益向上が可能

である。 

②知識資産は一旦確立できた知識は変動費が

限りなくゼロに近いコストで提供が可能な

ので収益逓増による利益向上が可能である。 

③人的資産は人材力がボトルネックとなり生

産力の上限が決まってしまう上に高固定費

の収益構造になる恐れがある。 

 

 ２消費者メリット：顧客ベネフィッﾄ発生の源泉

による分類。 

  ①製品本体の価値増大につながるサービスは

サービス単体よりも大きなメリットがある。 

  ②製品本体の周辺サービスはユーザーの利便

性を強化する効果がある。 

  ③追加的価値のサービスとは、製品提供の機

会を活かして製品本体の価値とは別次元の

価値を提供するものである。 

  ④所有からアクセスへのサービスは、所有リ

スクを除去し、負担コストを軽減する。 

 

 

      

 

 

 

製品本体の 

価値増大 

製品本体 

製品本体の

周辺ｻｰﾋﾞｽ 
追加的価値

のｻｰﾋﾞｽ 
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２）提供形式×消費者メリット のマトリックス分類 

 
 
     提供形式 
 
 
消費者ﾒﾘｯﾄ 

有形資産 
=量産効果による 
 利益向上が可能 

知識資産（無形資産） 
=収益逓増による 
 利益向上が可能 

人的資産（無形資産） 
=高固定費型収益構造 
 人材力がﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ 

製品本体の価値増大 
⇒ユーザーメリット
拡大（比較的大きな効
果をもたらす） 

消費財の長期保障 
住宅のｱﾌﾀｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ 
住宅の ﾏｽｶｽﾀﾏｲｽﾞ 
ｱﾊﾟﾚﾙのﾏｽｶｽﾀﾏｲｽ  ゙
生産材のﾏｽｶｽﾀﾏｲｽ  ゙

家電の Q&A ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 
携帯電話の音楽配
信・ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ     
生産部材のﾃﾞｰﾀ提供  
街並み作りから考え
る住宅作り         
製品使用ｻﾎﾟｰﾄ・ﾕｰｻﾞ
ｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ            

生産財の共同開発 

製品本体の 
周辺サービス・品質の
事前評価支援⇒ 
ﾕｰｻﾞｰの利便性向上 

部材のｱｿｰﾄ納品 
機器設置ｻｰﾋﾞｽ 
 

 住宅ﾓﾃﾞﾙﾊｳｽ宿泊 
自動車試乗 

追加的価値の 
サービス 

製品製造請負 住宅ｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 
住宅ﾒｰｶｰの不動産情
報提供 

携帯電話ｺﾝｼｪﾙｼﾞｪ 
自動車事故ｹｱｻｰﾋﾞｽ 

所有からアクセスへ 
(所有リスク除去・負
担コスト軽減) 

ﾘｰｽ･ﾚﾝﾀﾙ(ﾊｰﾄﾞ) 
配置薬 
賃貸住宅 

レンタル(ｿﾌﾄ) 
 

 

 

３）結論 

この分類の結果、特に提供者側にとって収益貢

献が大きいのは下記の２つのセグメントである

ことが推定される。 

 

１知識資産×製品本体の価値増大サービス 

知識資産は一旦確立すれば変動費は限りなく

ゼロに近いコストで顧客拡大が可能である。

従って収益性は高い。一方製品本体の価値増

大が最も大きな顧客メリットがあるので、こ

うした組合せは顧客のニーズも高く、提供者

側の収益も高いサービス分野である。 

 

２有形資産×製品本体の価値増大サービス 

有形資産は生産面で量産効果が働き、利益逓

増になる可能性がある。一方製品本体の価値

増大が最も大きな顧客メリットがあることは

上記と同様であり、顧客のニーズも高く、提

供者側の収益も高いサービス分野である。 

 

３発展研究 

 今後上記の２つのサービスを提供している企

業の収益性を実証分析することで、上記の仮

説を検証していきたい。 

 

 

 
（参考文献） 
「製造業が試される 2 つの『サービス化』」半田純一 
「製造業のサービス化の分類と知識活用戦略」内平直志、小泉敦子（北陸先 
端科学技術大学院大） 

「製造業の知識化・サービス化に関する一考察」 菊地隆・鴨志田晃 
「サービスマーケティング原理」Christopher Lovelock, Lauren Wright  p35,40 
「サービス・マネジメント」Bart Van Looy, Paul Gemmel, Roland Van Dierdonck 上巻 p23 
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講 演・対 談 
 

森下竜一教授講演録「大学発ベンチャー 成功の条件」 

A Professor Ryuichi Morishita lecture record "condition of the university-led venture success" 
（２００８年１１月１８日 ２００８年度第３回例会内容） 

 

関西ベンチャー学会は２００８年１１月１８日、大阪大学大学院の森下竜一教授を講師として迎え、例

会を開催した。森下教授は遺伝子治療学が専門で、わが国で初の上場バイオベンチャー企業となったアン

ジェスＭＧ（設立時はメドジーン）を立ち上げたことで知られる。講演はアンジェスＭＧの事業展開を具

体例に挙げながら、大学発ベンチャーの成功の条件や、ライフ・サイエンス産業の現状、産学連携のあり

方などを巡る諸課題に触れるなど、広範囲に及んだ。講演後は司会の吉田和男・関西ベンチャー学会会長

との間で活発な質疑応答が行われた。 

The Kansai Association for Venture and Entrepreneur Studies made Professor Ryuichi Morishita of 

the Osaka University graduate school a lecturer on November 18, 2008 and held a regular meeting. 

The lecture could touch many problems over a condition of the success of the university-led venture 

and the present conditions of the life science industry, the ideal method of the 

industry-university co-operation. 

 

日 時 ２００８年１１月１８日（火）１８：３０～２０：００ 

テーマ 「大学発ベンチャー成功の条件」 

講 師 森下竜一・大阪大学大学院医学系研究科教授（アンジェスＭＧ取締役） 

（モデレーター）吉田和男・関西ベンチャー学会会長 

（京都大学経営管理大学院教授） 

会 場 大阪府立女性総合センター（ドーンセンター）５階・大会議室２ 

 

 森下：大阪大学の森下です。今日はよろしくお

願いいたします。前半ちょっと明るい話をさせて

いただいて、終わりの方は光と影の、影の方のお

話をさせていただこうと思っています。今まで政

府が推進してきた「科学技術立国」。そうしたキ

ャッチフレーズの中で、大学発ベンチャーあるい

は大学の知的財産（知財）の状況がどう変わった

か。そして、その結果、ライフ・サイエンス関連

産業、バイオベンチャーも含めてそれがどういう

ふうな形で現在広がってきているかということを

まずご紹介した後で、問題点というところに移っ

ていきたいと思います。 

  

世界のバイオベンチャーとクラスター 

 

製薬企業ということになると、大阪が拠点です。

古くから日本の製薬産業の中心ということで、船

場の道修町がよく知られています。現在は、道修

町も江戸時代の問屋街から変わって、武田薬品工

業、あるいは塩野義製薬などという近代的な企業

が集中する地区に変わってきています。建物もど

んどん新しくなって、人も入れ替わっている。そ

れに伴って、薬づくりも変わってきました。 

 かつては、丸薬という形で一生懸命ひねって薬

をつくっていたのが、最近では遺伝子を操作して

つくるようになってきた。そういう意味では発展

をしてきています。つくる側の担い手も、このこ

とを背景に入れ替わってきていて、かつては製薬

企業といういわゆる大手が中心でしたが、今日の

話題にあるように、ベンチャーにだんだん薬づく

りの担い手が移ってきています。 

 遺伝子の仕組みを説明しますと、ＤＮＡからメ
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ッセンジャーＲＮＡができて、アミノ酸、タンパ

ク質ができる。そして私どもの体ができあがるわ

けです。薬づくりの流れは、実はその逆になって

います。タンパク質というのがまず分かってきて、

その後アミノ酸、メッセンジャーＲＮＡの仕組み

がはっきりしてきて、ゲノム計画に示されますよ

うにＤＮＡに到達してきた。ですから、人間の体

そのものは、この上流から下流に向かってできて

きているのですが、薬の仕組みとしてはむしろ下

流から上流に向かって今動いているということ

が、特徴として挙げられます。 

 作用の対象ごとに薬剤を分類すると、タンパク

質にはいわゆる低分子化合物という形が対応いた

しますが、現在ではタンパク薬、抗体、そしてア

ンチセンス、リボザイム、遺伝子治療、デコイと

いったように、どんどんＤＮＡの本質がわかるに

したがって、それに応じた薬ができあがってきて

いる。 

 それに伴って、さっきもご紹介したように、い

わゆる製薬企業からベンチャー、あるいは大学と

いうところに薬づくりの場が移ってきた。これが

この数十年の歴史であるということがいえるかも

しれません。 

 現在のところは、このタンパク薬、抗体からさ

らに上流の部分というのは、大企業が手掛けると

いうよりもむしろベンチャーがつくってきて、そ

のベンチャーがつくったものを大企業が仕入れて

販売していくという、ある意味、製薬企業の商社

化ということが始まってきた。こうした遺伝子の

仕組みが分かってきたことによって、全体的な薬

づくりの場というものが変化をしてきたという過

程が、ご理解いただけると思います。 

 その代表選手をご紹介していかなければならな

いのではないかと思います。現在のバイオテクノ

ロジーの元祖といいますか、バイオテクノロジー

そのものを産業化することが可能になった「特許」

というものが存在しています。これは、「遺伝子

組み換えの特許」といわれていますが。プラスミ

ドという、遺伝子が入るようなカセットですが、

その中に目的の遺伝子を組み込んで、それを大腸

菌に入れてタンパク質をつくってバイオ医薬をつ

くる。このことを可能にした特許のことを意味し

ています。 

 この特許は、一般的に「コーエン・ボイヤー特

許」と言われています。これは人の名前でして、

コーエン教授とボイヤー教授。このお二人の方が

発見した特許なので、一般的には「コーエン・ボ

イヤー特許」と言われています。 

 これは先ほどご紹介したように、いわゆるタン

パク薬品。皆さんがご存じのところですと、イン

シュリン、あるいは成長ホルモン。こういうもの

は、この技術で使ってつくっています。インター

フェロン。これもこのコーエン・ボイヤーの特許

を基にしてつくっています。 

 この特許を有しているのは、実はスタンフォー

ド大学です。スタンフォード大学はこの特許を基

にして、467 社にライセンス供与しました。特許

は 20年間有効期間があります。その期間の間に、

２億ドルのライセンス収入を得ています。 

 一方、この特許を、後ほどご紹介しますバイオ

ベンチャーの元祖、ジェネンテック社が使って、

遺伝子組み換えを利用したタンパクというのをつ

くってきました。この二つの流れが、現在のバイ

オテクノロジーを形づくっていると言っていいか

と思います。 

 いわゆる、大学を中心とした知的財産の移転、

あるいは移転機関の「ＴＬＯ」。これはスタンフ

ォード大学がこの特許によって 200億円を超える

収入を得た。このことをひな形として、考え方が

発展してきています。 

 スタンフォードはこの資産を利用して、多くの

分子生物学や医学の施設を造っていって、さらに

バイオテクノロジーの分野での優としての地位を

獲得していきました。 

 そして、ジェネンテック社の誕生。これは、バ

イオベンチャーというものが、医薬品をつくる中

で、なくてはならない存在だという流れをつくっ

てきたといえるかと思います。このジェネンテッ

クという会社は、1976年にスワンソン氏とボイヤ

ー氏がつくりました。ボイヤー氏は先ほどのコー

エン・ボイヤーの名前が入っているように、スタ

ンフォード大学の教授です。スワンソン氏はベン

チャーキャピタリストです。当時は非常に若手だ

ったベンチャーキャピタリストです。この二人が
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つくったのが、ジェネンテックというバイオベン

チャー。そういう意味では、技術者と経営者が当

初から両輪のように入っているという特徴を持っ

ています。 

 先ほどご紹介した遺伝子組み換え技術を使っ

て、インシュリン、成長ホルモンの大量生産に成

功いたしました。1980年にナスダックに公開して

います。1976 年に会社をつくって 1980 年に公開

ですから、当然医薬品はこの時点では出ていませ

ん。ですから、市場から薬の開発資金を集める。

このビジネスモデルをつくったのも、このジェネ

ンテックということが言えます。現在では抗体薬

品といわれます、新しいタイプの薬。これは代表

的なのが「アバスチン」という薬ですが、これで

世界を席巻しています。 

 現在の売上高は、2006年度で約 8,500億円。純

利益は 2,400億円。2008年度もこれをちょっと上

回って、売上高は1兆円近くになっています。時

価総額は 2007年 5月で 11兆円。米国企業の中で

第 20 位です。 

 ジェネンテックホールといわれる、同社の代表

的な建物がありますが、これはサンフランシスコ

の空港のすぐ南にあります。スタンフォード大学

は、ご存じのようにサンフランシスコにありまし

て、大学からできたバイオベンチャーが、まさに

その近くに本社を置いて、世界でも有数の製薬企

業に育っていった。地域の中で伸びていった典型

的なパターンということがいえます。 

 売上高ももちろん大きいのですが、実はこのジ

ェネンテックという会社は、一番特筆すべきこと

は、フォーチュン誌が調べた「米国人が働きたい

会社はどこか」という統計があるのですが、これ

のベスト 100の中で実は第１位なのです。米国人

は最も、このジェネンテックで働きたいと望んで

いるということを意味しています。 

 その意味で、バイオベンチャーというのは、単

純に産業が新しく起きてきた。あるいは、その結

果、地域経済が活性化したというだけではなくて、

多くの米国人があこがれる会社になってきた。こ

のあたりが、残念ながら後ほど紹介します日本で

は、まだそこまでいってないのです。このジェネ

ンテックを見ますと、米国ではやはり健康に貢献

する企業で働きたいという人が多い。また、その

ことを実現した会社に対して、大変高い、いわゆ

る尊敬といいますか、リスペクトが与えられてい

るということだと思います。 

 それともう１社、実は有名なバイオベンチャー

があります。ジェネンテックが元祖バイオベンチ

ャーですが、売上高ではバイオベンチャーの中で

第２位です。第１位はアムジェン社という会社。

これはロサンゼルスにあります。ロサンゼルスに

できたアムジェンは、1984年に株式を公開してい

ます。1980 年に会社ができ、最初の商品が 1988

年に出ました。この商品は「エポジェン」という

貧血の薬ですが、これが売上高を伸ばしてくる

1991 年まではずっと赤字です。しかし、このあた

りから急速に株価、利益も上がってきて、現在で

は世界第 10位の製薬企業。１兆円を超える売上高

を計上していますし、時価総額も先ほどのジェネ

ンテックと同じ程度、10兆円ぐらいの規模があり

ます。 

 武田薬品工業は日本を代表するといいますか、

日本で一番大きな製薬企業ですが、その武田薬品

よりも株価だけではなくて、実は売上高も大きい。

武田薬品は世界でいくと第 14 位ぐらいの存在で

して、実は先ほどのジェネンテックとほぼ変わら

ないぐらいのサイズです。そういう意味で、実は

バイオベンチャーというのは既に、創業 200年を

超えるような日本企業を追い抜いてきている。こ

れが世界的な状況なのです。 

 株式時価総額を見ると、先ほどのジェネンテッ

ク、アムジェンが約 10兆円クラス。それからギリ

アード、セルジーン、ジェンザイムというのは、

第二世代のバイオベンチャーといわれております

が、このあたりの成功例で数兆円単位です。 

 一方、日本の企業はどうかというと、道修町の

武田薬品。2007年の数字で７兆円ですが、現在は

大体３兆円ぐらいです。バイオベンチャーと比べ

ると第３位か第４位程度。田辺三菱で 3,800～

4,000 億円ぐらい。塩野義で 6,000 億円程度。実

は、ベスト 10 にも入れない。 

 先日、武田薬品がミレニアムという会社を

8,000 億円で買ったという記事が出ましたが、実

は 8,000 億円というのは上位 10 位にも入りませ
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ん。逆に言うと、武田薬品が買えるサイズという

のはミレニアムが精いっぱいで、それ以上大きい

バイオベンチャーは買えなかったのです。それで

も、手元の流動資金の約半分を使い切りました。

そういう意味では、実は米国に関していうと、バ

イオベンチャーを日本の製薬企業が買うことは非

常に難しくなってきている。それぐらい、わずか

30 年程の歴史の産業が伸びていったということ

がいえるかと思います。 

 このような状況は、別に米国だけではなくて、

欧州でも実は進んできています。欧州の中でも、

特に英国。ケンブリッジ大学とか、オックスフォ

ード大学。このあたりを中心として、バイオテク

ノロジーの集積地ができてきておりまして、現在

ではバイオクラスターの建設が欧州でも進んでい

ます。 

 世界のバイオクラスターを順位付けしたものが

ありますが、一番大きいのは、先ほどのジェネン

テックがありますサンフランシスコ近辺。これは、

バイオテック・ベイと呼ばれています。ＩＴでい

うシリコンバレー。これをバイオからいうと、バ

イオテック・ベイという呼び方をします。第２位

はサンディエゴです。これは、バイオテック・ビ

ーチといわれます。サンディエゴは軍縮の中で、

アメリカ海軍がレイオフを始めた中で、主として

産業集積を行うということに方向転換をして、Ｕ

Ｃサンディエゴとかソーク研究所、こうした非常

にレベルの高い研究所があったということを利用

して、現在ではバイオクラスターの形成に成功し

ています。そのほか米国では、ボストンにあるハ

ーバード中心のジーンタウン、あるいは、ＮＩＨ

（国立衛生研究所）があるワシントンでのバイオ

キャピタルといったところが、有名なところとい

えます。 

 欧州では実は大きいのは、コペンハーゲンにあ

るメディコンバレー。これは、デンマークとスウ

ェーデンの２カ国にまたがったバイオクラスター

です。そして、先ほどのケンブリッジの周辺。あ

るいは、フランスや、ドイツのミュンヘンのあた

りにもあります。 

 一方アジアに目を移すとどうかというと、有名

なのはシンガポールにあるバイオポリス。これは、

シンガポール政府が 1,000億円を超える政府ファ

ンドをつくり、集積を進めてきています。上海に

も有名なバイオクラスターがありまして、雇用を

12万人生み出している、非常に大きな集積地にな

っています。 

 では、大阪はどういう存在か。実は結構大きい

存在です。欧米のバイオクラスターのサイズとい

うのは大体 40キロメートル圏。これは関西に直す

と、京都から神戸のサイズです。ですから、いわ

ゆる関西州という単位で考えますと、これは武田

薬品や塩野義などがあるおかげもあるのですが、

世界第４位ぐらいのサイズです。大阪だけ、いわ

ゆる道修町と彩都と呼ばれる北大阪地区に限る

と、第７位。サイズだけ見ますと、残念ながら上

海あるいはシンガポールよりも負けているという

ことで、ちょっと競争力はまだまだ付いていない

という状況です。しかし、関西州という単位で考

えますと、アジアの中では最大のバイオクラスタ

ーというのが、実は存在しているということにな

ります。 

  

イノベーションを巡る日本の現状 

 

こうした世界的な状況を踏まえて、日本として、

バブルが崩壊した後、経済再生に大学を使おう、

あるいは科学技術を使おうということで、「科学

技術立国」あるいは「知的財産立国」という言葉

が叫ばれました。いわゆる小泉改革の中で産学連

携、知的財産活用、非常に多くの施策が生まれま

した。 

 いわゆるＴＬＯというか、技術移転機関の設立、

あるいは大学の独立法人化、科学技術基本計画、

「イノベーション 25」といったような、いろいろ

な計画が打たれてきまして、かなり欧米に近い制

度設計は進んできています。キャッチフレーズと

しては、キャッチアップからフロントランナーへ

ということで、「イノベーション」という言葉を

キャッチフレーズに、ここ 10年間改革が進んでき

たという流れがあります。 

 知的財産に関しては、内閣官房知的財産戦略本

部というのが設置されまして、私も第１期の民間

委員をさせていただきましたが、総理大臣を本部
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長として、全閣僚プラス民間人 10 人ということ

で、当時、日本経団連の御手洗会長も同じメンバ

ーでした。副本部長としての官房長官を中心とし

て、日本の知的財産戦略を決めていくという戦略

本部ということになります。 

 実際に、知的財産戦略本部などを中心にして、

大学における知的財産の扱いなども大きく変わっ

てきました。かつては発明者個人、私が見つけた

ら私個人が特許を取るという形だったのですが、

そうしますと、興味がある人はいいのですが、ほ

とんどの人は興味がないということで特許を取ら

なくなる。あるいは、特許の取得費用も個人で払

わなければならないということで、多くの人はそ

のまま特許を出さずに発表している。こういう状

況では、先ほどのスタンフォード大学のような例

を出すのは難しいということで、独法化に伴って

原則として機関、大学に帰属をするという形に変

更しました。 

 このことによって、知的財産の円滑な運用と、

研究成果による社会貢献を実現しようという狙い

です。ただし、大学で特許をといっても、当然、

事務の仕方はわかりませんので、最初からいきな

りは無理だということで、大学に知的財産本部と

いうのをつくって、この知的財産本部が一元的に

管理をするということで進めるということになり

ました。 

 知的財産本部は文部科学省の予算で全国から公

募を行いまして、ほぼ全国を網羅した形で各大学

に整備されています。特に、特徴的なことは、副

学長などかなりハイレベルな人をトップに据え

た、全学横断的な体制を構築することで、国際競

争力を強化するということです。現在では知的財

産ポリシーと基本的なルールなども整備されて、

大学の特許というのはかなり増えてきました。 

 知的財産本部の整備事業として採択された機関

は、全国で43カ所。関西地区では、京都大学、大

阪大学、奈良先端大が独自のものをすでに持って

いますが、神戸大学、大阪府立大学などもやや小

さめの知的財産本部の整備事業の中で整備が進ん

できている。これで一応、全国どこでもどこかの

大学へ行けば、ある程度、知的財産の話ができる

ような状態が整ってきたということになります。 

 成果はどうかということですが、共同研究に関

しては、平成 15年から 18年までの間に約 1.6倍

に伸びています。受託件数も 1.3倍。特許出願数

は 15年から 18年までの間に 3.7倍。特に、特許

の実質件数は約 15.5倍ということで、大幅な伸び

を示していることがわかります。 

 先ほどの独法化の議論や知的財産の議論がされ

始めた平成 13年ごろから、非常に大きな伸びを示

しています。特に、特許出願数は、それ以前はほ

とんどないような状態だったのが、10倍近い伸び

をしているということで、大学というものが知的

財産に関してかなり目が覚めてきたといいます

か、積極的になってきたということがわかるかと

思います。 

 一方、実際に特許の財産でどれくらいもうかっ

ているか。これは、残念ながらまだまだ小さいも

のがあります。平成 18年の時点で、全大学合わせ

て収入は８億円程度です。 

 この中では、名古屋大学が当初非常に大きく、

ダイオードの特許を同大学が持っていたことが背

景にありまして、平成 15年頃は収入のほとんどが

名古屋大学のケースだったのですが、この特許が

そろそろ切れるということもあり、現在ではほか

の大学の特許収入の割合が増えてきて、トータル

では８億円程度。 

 参考までに米国のＭＩＴ、すなわちマサチュー

セッツ工科大学の特許料収入はいくらかといいま

すと、１大学で 50億円稼いでいます。ＭＩＴはス

タンフォードに比べると少ないのですが、それで

も 50億円。日本中の全大学を集めても８億円とい

うことで、まだまだ特許料収入ということでは、

緒についたばかり。ただし、急速に伸びてきてい

るという現状は見て取ることができます。 

 一方、大学の特許を受ける側としての大学発ベ

ンチャー。これは、もちろんそのまま大企業に移

転されるケースもあるのですが、米国のケースを

見ても、多くは大学発ベンチャーなどに移転され

るケースが増えてきています。その意味で、大学

発ベンチャーというのは、社会的なインフラとし

て非常に重要だと思っています。 

 この大学発ベンチャーの方も、当時の経済産業

省の平沼大臣が、３年間で 1,000社をつくるとい
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う「1,000 社計画」というのを出しまして、急速

に伸びてきました。平成18年時点で 1,590。平成

19年の調査では 1,700社を超えています。そのう

ち、バイオベンチャーは大体４割ぐらい。ですか

ら、600社～700社が、現在、バイオ関係のベンチ

ャーといわれています。 

 ここ数年の間にライフ・サイエンス関連のベン

チャーが増えてきていまして、以前はＩＴ系が多

かったのですが、今は若干バイオ系の方が多いと

いうことになります。 

 経済効果としましては、平成 18年の推計では雇

用者数で約２万人弱。間接も入れますと４万人弱。

売上高は 3,000 億円弱。間接も入れると、5,000

億円を超える売上高を計上しているということ

で、こちらも、以前はゼロだったことから考える

と、かなり着実に伸びてきているということが言

えるかと思います。 

 実際に、商品化という点でもかなり成果が出て

きました。薬づくりということになるとどうして

も、先ほどのアムジェン社、ジェネンテック社の

例を見ても 10年近くはかかってきます。計画が始

まって数年で成果が出るようなものではもともと

ないのですが、さすがに日本も５年たって、商品

化の最終段階に幾つかは入ってきました。 

 一番先行しているのは、これは医療機器に分類

されるのですが、いわゆる再生医療の「ジャパン・ 

ティッシュ・エンジニアリング」という、名古屋

大学が関係したベンチャーです。こちらがつくり

ました培養表皮「ジェイス」というものが、現在、

厚生労働省の販売許可を取り、販売ができる状態

まで入ってきました。 

 二番目に進んでいるのが、医薬品では一番トッ

プを走っていますが、後ほどご紹介する、私もお

りますアンジェスＭＧがつくっているＨＧＦとい

う血管再生。これは、厚生労働省に現在医薬品と

しての承認申請を出して、その販売許可を待って

いる段階です。 

 そのほかにも、アトピー性皮膚炎の薬の開発が、

現在進んでいますし、ＬＴＴバイオファーマ、ナ

ノキャリアというところも、フェーズⅡという真

ん中の段階の試験を現在進めているところです。 

  

アンジェスＭＧの事業展開 

 

実際の例として、アンジェスＭＧという、私も

関わっている会社をご紹介したいと思います。社

名の「アンジェ」というのはフランス語で「天使」

を意味しており、英語に直すと「エンジェルズ」

になるのですが、人類が授かった尊い遺伝子の力

を借りて画期的な遺伝子医薬を開発し、人々の健

康と希望にあふれた暮らしの実現に貢献するとい

うことで、天使の役割を果たしたいという意味か

ら「アンジェス」という社名になっています。 

 理念としては、遺伝子医薬のグローバルリーデ

ィングカンパニーを掲げています。いわゆる低分

子化合物でなく、遺伝子そのものを使った薬とい

うのを中心につくっていこうというのが、会社の

理念になっています。 

 設立は 1999年 12月。今から９年前に設立され

ています。当時は、まだ大学も国立大学で、ベン

チャー企業が大学の中に研究所などを持てない時

代です。現在では、インキュベーターなどが各大

学で整備されてきていて、かなりやりやすくなり

ましたが、当時は研究する場所がない。バイオベ

ンチャーの場合は、ガレージベンチャーというの

は基本的に存在いたしません。マンションの１室

で遺伝子を使ったり動物を使ったりしていると、

多分皆さんが追い出しにかかると思いますので、

どうしてもある程度の研究室が必要になります。

そのために、私も最初は大変苦労しました。 

 最初に研究所を置いたのは、産業総合技術研究

所。経済産業省の傘下の機関で当時は「工業技術

院」と言っていました。その関西センターが池田

市にあります。そちらの方に、経済産業省のお世

話で共同研究という形で、建物を貸していただき

ました。もともとはセラミックの工場で、セラミ

ックの開発が終わって使わなくなったところを貸

してあげるということで、こちらに移ってきまし

た。初めて私たちも研究を始めることができるよ

うになりました。 

 その後、二つ目の建物を、産総研の中に貸して

いただきました。 

 現在は大変恵まれていて、大阪府北部の彩都に

あるインキュベーター。これは中小企業基盤整備
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機構がつくって民間が運営するという、公設民営

のインキュベーターですが、こちらに移ってきま

した。もちろん全部ではなく、一番上の最上階だ

けを使っていますが、そういう意味では、現在ベ

ンチャーというのは以前に比べると非常にやりや

すくなってきている。私たちは建物を探すだけで

も当時、半年以上かかりましたので、今は会社を

つくると同時に研究ができるということで、かな

り施設に関しては整備がされてきたということ

を、実感としてとらえることができます。 

 私たちの目的は、大学の研究成果を実用化しよ

うということです。私たちがやっていた研究は、

血管再生の治療の実用化です。対象となる人は、

糖尿病から起こる動脈硬化で、足が腐ってきて切

断しなければいけないような人。 

 代表的な例は、「王将」で有名な村田英雄さん

です。村田英雄さんは糖尿病のため最初右膝（ひ

ざ）下から切断され、４年後には反対の足も切断

されて、両足がない状態で亡くなりました。こう

いう足を切断しなければならなくなるような人

に、血管を再生することで、足の切断を防ごうと

いう薬です。 

 私たちが使っているのが、肝細胞増殖因子とい

うもので、頭文字を取って「ＨＧＦ」と呼んでい

ます。これは、もともと肝臓の再生因子として日

本で見つかった「日の丸遺伝子」ですが、非常に

強力な血管再生の力があるということを発見しま

した。大阪大学で行った臨床研究を経て、アンジ

ェスの方に技術移転をし、医薬品としての開発を

進めてきました。 

 薬の開発はご存じのように、フェーズⅠという

安全性をみる試験。フェーズⅡという有効性をみ

る試験。そして最後に、最終的な安全性と有効性

を確立するフェーズⅢという試験があります。大

体、全体で早くて７年、時間がかかるとやはり１0

年ぐらいはかかります。この最終段階の試験に

2007 年６月に成功して、2008年の３月に医薬品と

しての承認申請を出しています。 

 通常、日本では承認申請から薬になるまでの期

間が約２年間。厚生労働省が最近、若干早くしつ

つあるということで、18カ月というのが中央期間

というか、平均値といわれています。私たちは、

もう少し早くしてもらえないかということを期待

していますが、順調にいくと 2009年から 2010年

に発売ということになります。これはもちろん、

厚生労働省の努力次第というか、どれくらい早く

やってくれるかということによるのですが、予定

ではそれくらいということになります。 

 商品名としては、側副血行路という意味の「コ

ラテラル」に、血管をつくる遺伝子ということで

「ジェン」を付け、「コラテジェン」という名前

での発売を予定しています。 

 大阪での臨床研究の実際例ですが、かいようが

あって足の色が非常に悪く、切断しなければなら

ないような方がおられました。その場所に遺伝子

を打つことによって、血管が増え、かいようが改

善してきたということがあります。 

 実際に、この方は当初車いすで来られた方だっ

たのですが、半年後には、かいようがよくなった

こともあり、ご自分で階段の昇降も可能になって

きましたし、簡単な運動もできるようになってき

ています。もう投与して５年以上たちますが、現

在も非常に調子はよく、ご自分でゴルフができる

ようなところまで回復してきています。そういう

意味では、この再生医療は、やはり従来にはなか

った画期的な効果をもたらすことができると考え

ています。先ほどもご紹介したように、順調にい

けばまもなく発売ということになります。 

 研究を実用化した例として、アンジェスではも

う１種類、人工の遺伝子を用いた薬をつくってい

ます。これはよくご存じの遺伝子。Ｇとか、Ｃと

か、Ｔとか、Ａとか、記号がありますが、あれを、

実は機械でつくることができます。この機械でつ

くったものをつないで、遺伝子を抑えるような薬

にすることが可能になります。 

 実際に米国では、アイシスという会社がつくっ

たアンチセンスという技術を使った薬が売られて

いますし、「アプタマー」という、アイテックと

いう会社が開発した加齢黄斑変性症という失明の

原因になる病気に対する薬というのも既に売られ

ています。 

 実はこの「アプタマー」のアイテックは、この

後ファイザーに合併され、現在はファイザー社が

発売しています。日本でも今年、「マクジェン」
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という薬をファイザーが発売することが決まりま

した。まもなく出てくるかと思いますが、その意

味では日本でも、この人工の遺伝子の薬というの

がいよいよ発売されるということになります。 

 この人工の遺伝子にはほかにも種類があって、

有名なのが「ＲＮＡｉ」です。これは、2006年の

ノーベル生理学賞を取っております。 

 もう一つが、私も取り組んでいる「デコイ」と

いう概念。これは、私自身が 1993年に発見した概

念ですが、遺伝子をおとりとして使って、遺伝子

のスイッチになるような、転写因子というのがあ

るのですが、これを抑制してやろうという技術で

す。 

 実際に今、進めているのはアトピー性皮膚炎の

薬。重症の人に対してこの「デコイ」の入った軟

膏（こう）を塗ると、皮膚炎の症状がよくなって

きます。ステロイドのようなクセはないというこ

とで、従来とは違った画期的な薬になるのではな

いか。特に、お子さんにも安全に使えるものにな

るのではないかということを期待しています。 

 現在、こちらはフェーズⅡという真ん中の試験

が終了して、よい効果が出てきまして、最終段階

のフェーズⅢの段階に入ろうとしています。 

 ここまでは、私たちが大学での研究成果を実用

化したものですが、会社としては、私たちの研究

成果だけでいつまでも続けるというわけにはいき

ませんので、実は海外からの導入品というのも手

掛けています。これが、実はアンジェスが今売っ

ている唯一の薬ですが、「ムコ多糖症Ⅵ型」とい

う病気の薬です。 

 「ムコ多糖症」という病気は、コンドロイチン

硫酸などが体内にたまり、かなり特徴的な状態に

なってきます。具体的には、鉛筆が持てないとか、

あるいは滑り台などに上がれないといったよう

な、関節の運動障害が起こります。このまま放っ

ておくと、残念ながら若い時期に亡くなってしま

う。これは、遺伝子が欠損している病気で、その

遺伝子を先ほどの遺伝子の組み換えの特許を使っ

てつくることにより、特効薬をつくることができ

ます。 

 この６型に関しては、米国のバイオマリンとい

う会社が「ナグラザイム」という薬をつくりまし

た。これは日本では、実は私たちの発売前には誰

も売っていませんでした。なぜかというと、日本

では患者が非常に少ない難病です。日本人では６

人しか、この６型の人はいません。そうしますと、

大手の製薬企業では残念ながら発売はできない。 

 それで、日本でのお子さんはどうしていたかと

いうと、これを使わないと死に至ってしまいます

ので、実は家族が個人輸入をされていました。た

だし、医薬品にかかる金額が年間 5,000万円くら

いに達した。そうすると、それだけの金額を払い

続けるのは無理なので、募金などをされていたの

ですが、やはりそれも限界であるということで、

厚生労働省にこの薬を発売してくれる会社はない

かということで、いろいろ申し入れがありました。 

 私たちのようにベンチャーであれば、これは小

さい売り上げであってもやることができるのでは

ないかということで、最終的に私たちがこの薬を

発売するということを決めまして、2008年３月に

販売を承認していただき、４月から販売していま

す。これは私たちの自社品ではないのですが、大

学発ベンチャーとしては初めて発売になった医薬

品ということになります。 

 そういう意味では、従来の企業とは違ったバイ

オベンチャーが存在することによって、こういう

薬というものを、患者さんがあきらめることのな

いように発売することできる。大手の企業ではや

はり販売員が非常に多いため、現在はこれぐらい

の小さいサイズというのは発売が無理な状況にな

ってきており、しかも、製薬会社の合併が進めば

進むほど、こういう薬のニーズというものが無視

されてくるという、ちょっと社会的な矛盾という

ものが生じてきています。 

 その点に関しては先ほども紹介したように、米

国ではどんどんバイオベンチャーが埋めていっ

て、ある意味、産業構造が非常に潤滑に動いてい

る。日本では今まで、ベンチャーというと十分買

ってもらえませんでしたので、大手がカバーしな

い病気というのはそのまま放置されていたわけで

すが、私たちのようなバイオベンチャーが日本で

売れたことによって、初めて産業構造も潤滑に動

き始めているという例だと思っています。 

 2008 年になって、先ほどの「ナグラザイム」が
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アンジェスとしては初めての承認を取得して販売

に至りましたし、「ＨＧＦ」に関しても現在承認

申請を出して最終段階に入っている。米国でメラ

ノーマ（悪性黒色腫）の薬「Allovectin－７」と

いうのがフェーズⅡに入っていますし、「ＨＧ

Ｆ」、「コラテジェン」も米国でまもなくフェー

ズⅢの薬に入る予定になっていて、着実に製薬会

社としての方向に向かって動いていると考えてい

ます。 

  

領域広がるライフ・サイエンス産業 

 

私たちのように創薬を目指すベンチャーは、こ

ういう変化をたどるのですが、もう一つ大きな変

化が起きて、バイオの領域全体がより広がってき

ています。ライフ・サイエンス関連産業というか、

健康関連産業にもベンチャーがどんどん入ってき

ているというのが、ここ数年の大きな特徴です。 

 私たちがやっている高度先端医療。最先端の医

薬品をつくっているという領域ですが、これはあ

る意味、山の頂の方に向かっていく、先端に向か

っている領域ということになります。 

 もう一つ、すそ野をどんどん広げるという方向

でも実はベンチャーは活躍しています。介護に付

加価値を付けたり、予防医療、予防介護、老人介

護、こういうところにどんどん出ているような会

社があります。 

 具体的には、後ほどご紹介しますが、アンチエ

イジングであったり、フィトテラピーであったり、

あるいはアグリバイオ、血管認証。こういった会

社が、現在増えてきています。 

 ちょっと代表的な例をご紹介しようと思いま

す。フィトテラピーという分野ですが、これは日

本語でいうと、一般的には「アロマセラピー」と

いうことになります。「フィト」というのは植物

療法という意味です。日本では割合狭い範囲の言

葉として、アロマセラピーだけが使われています

が、欧米では植物療法という形で、ハーブなどを

使った療法全体を含んだ形の言い方をしていま

す。 

 フィトテラピーは特にフランスが結構盛んで、

国家資格として認定されていますし、国の研究機

関、あるいは治療機関も設置されています。 

 日本では美容の部分だけに現在使われているの

ですが、当然こういう香りの部分ということにな

ると、今後は予防医療、あるいは介護の部分に使

われる可能性があります。介護は今のところ日本

では、非常に味気がないのが特徴ですが、欧州で

はこういうハーブとかを取り入れるような介護の

施設などができています。あるいは、リハビリ、

ターミナルケア。こういう領域にもどんどん幅を

広げるということで、活動が行われています。 

 そのうちの一つで、サンルイ・インターナショ

ナルという会社がありますが、こちらもそういう

領域にも進んでいます。さらに、こうしたフィト

テラピーを化粧品にも応用しようということで、

これは私たちとホソカワミクロン、東大阪の粉体

技術で有名な会社ですが、こちらと組んでナノ粒

子を使ったナノ化粧品というものを実際につくっ

て出しています。ナノ化することによってサイズ

が小さくなりますので、先ほどの植物の原材料な

どを皮膚の中に入れることができ、それによって、

有効性を高めるというやり方です。 

 そのほかにも、いろんな化粧品会社が大学と組

んで、こういうナノ化粧品などを現在出してきて

います。あるいは、アンチエイジング。これもい

ろんなところで目にされると思いますが、どんど

ん領域が広がってきています。 

 もともと病院とか特定検診。こういうものはど

ういうものかというと、私たちが考えているのは、

やはり警察のような存在なのだろうということで

す。警察は犯罪が起こると対処する。一方、スト

ーカーが来ても、残念ながら相談を受けるだけで

あまり対処ができない。どうしても、病院とか検

診というのは病気になった人が対象になります。

病気になる前の人というのは、あまり対象として

扱うことができません。一つの理由は、現在の日

本の保険制度は、治療薬というものしか対象にな

っていないからです。予防薬というのは、基本的

に日本の保険は認めていません。これは、個人の

責任でやりなさいということで、その意味で、警

察と非常によく似た構図になっています。犯罪に

遭うと警察にお世話になりますが、犯罪に遭う前

の段階では警察は基本的には乗り出さない。 
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 そうなると、犯罪を予防する場合はどうするか

というと、通常は警備会社とかを使います。ここ

の部分というのは個人負担になります。個人負担

であるということは、レベルもいろいろあるわけ

です。それこそ、番犬を雇ったような人から、家

の回りにカメラを張り巡らせた人。カメラもデパ

ートで売っている外側だけで中身が入っていない

ようなものを付ける人もいます。ここは、正直、

個人の選択です。 

 予防も当然個人の選択になります。アンチエイ

ジングを使って予防に対しておカネをかける人も

いれば、これは病気になってからやればいいとい

うことで、ご自身の運を信じる人もいて、ここは

非常に範囲が広くなります。そこの部分は保険で

まかなうことができない。いわゆる、自由診療と

してのビジネスチャンスということになります。

従って、いろんなベンチャーが現在参入してきて

います。 

 これは一つの例ですが、大阪大学が関連したベ

ンチャーでメドソリューションという会社があり

ます。ここは何をやっているかというと、人間ド

ックに新しい付加価値を付けることです。皆さん

が人間ドックなどに行くと、ＣＴを撮ります。Ｃ

Ｔを見ると輪切りの写真が見えるのですが、それ

だけ見ても何のことか分からない。異常がなかっ

たら「異常はありません」で終了してしまいます。

しかし、実はその背景には、非常に多くの医学知

識が入っています。それを再構成することによっ

て、次のようなことができます。 

 いわゆる人体画像です。これを３Ｄでつくるこ

とができる。ＣＴを撮るだけで実はそれだけのも

のが出来上がるのです。例えば 20歳の時にＣＴを

撮っていると、自分の 20歳時のスタイルを再現す

ることができます。そういう情報が実は全部入り

込んでいる。これは、すべての病院の機械に今ほ

とんど付いています。 

 ただ、そういうものを見せられたことがないの

は、ここの部分は保険が効かないので、こういう

サービスをすると病院は損をするからです。従っ

て、病院ではサービスはしません。しかし、本来

は自分のデータだとして、もし患者がこういうも

のを持っていれば、そういうサービスをすること

は可能です。例えばがんになった時に、どこの場

所にがんがあるか。それをこういう画像で見ると、

イメージが非常にわきやすいわけです。もともと

は手術支援のためにつくられた技術ですが、現在

では予防診療というところにも、応用が可能にな

ってきています。 

 同じＣＴ像から仮想内視鏡もできます。大腸の

検診は注腸造影といって、お尻から造影剤を入れ

る大変しんどいことをしなくてはいけないのです

が、現在はＣＴの画像から大腸内を示すような画

像を再構築して、そういうしんどいことをしなく

ても見ることができるような状態まできていま

す。これも、あまり病院ではしていません。先ほ

ど言いましたように、これをつくるとなるとおカ

ネもかかりますし、人手もかかるのですが、現在

の保険ではカバーされないので、提供ができるの

にしていないというサービスです。 

 保険医療というのは最低限のところをカバーし

ていますので、本来はもうちょっと付加価値を付

ければ患者がしんどい思いをしなくても検査がで

きるのですが、そこまでは残念ながら病院はサー

ビスをしていない。そこはご自分でおカネを払っ

てやってくださいという状況になっています。 

 遺伝子を使ってそれを分析することによって、

ダイエットをやりやすくする、あるいは禁煙サポ

ート、節酒サポートをする。実はこういうものも

出来上がっています。爪の中から遺伝子を取り、

そこから太りやすいかどうかとか、お酒に酔いや

すいかどうかとかを調べています。これも大阪大

学のベンチャーで「ＥＢＳ」（Evidence Based 

Suppli）という名前の会社が、現在販売している

ものです。 

 実際に、ダイエットサポートで例えばどういう

ことが分かるかというと、主に今のところ分かっ

ている遺伝子が三つあります。その三つの、多型

という遺伝子の形を調べるわけです。例えば最初

の多型はマイナス 170と出るとします。これは普

通の人より１日当たり 170キロカロリー基礎代謝

が落ちているということになります。二番目は、

45キロカロリー落ちている。三番目の遺伝子は、

170キロカロリー上がっている。トータルすると、

45 キロカロリーのマイナス。これは、１日 45 キ
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ロカロリー人より少ないわけですから、普通の運

動をしていると 45 キロカロリー分太ってくると

いうことになります。逆にいうと、毎日 45キロカ

ロリーを消費する運動をすれば太らないというこ

とになるわけです。 

 ただ、こういうことがわかってもカロリーを消

費する運動をするかどうかというのは、自分の意

志ですので、分かったからといってなかなかやせ

られるわけではないのですが、こういうことも可

能になっているということです。 

 あるいは血管認証。先ほど血管再生のお話をし

ましたが、血管についてもいろいろ分かってきま

して、一人一人の血管はすべて実は全員違います。

静脈はいわゆる指紋と同じような状態なのです。

指紋認証というのはたくさんあると思いますが、

実はこの血管を認証システムに使おうという試み

があります。 

 なぜ指紋ではなく血管かといいますと、実は指

紋は非常にまねしやすいのです。簡単に偽造がで

きる。それから手の表面に傷が入ったら認識され

なくなります。血管の場合は中を流れていますか

ら、これをパターン化していくことによって、偽

造ができない究極の個人認証システムができま

す。 

 例えば、他人の血管を偽造しようとしても、相

手を眠らせるか殴りつけて気を失わせるかして、

その人の指ごと認証装置に入れるしか手がありま

せん。しかし、これはかなり大変な作業ですので、

通常はできないということになります。また、手

の表面に傷がついても中の血管は異常がありませ

んので、認証ができます。そういう意味では、こ

のシステムというのは今のところ、最も強力な個

人認証システムであるといえます。 

 これを使ったものは静脈認証という形で、すで

にＡＴＭなどでご存じのように使われています。

ただ、ＡＴＭというのは民生用の中では非常に市

場規模が小さいのです。各銀行の店舗にしかない

ものだからです。一番市場が大きいのは何かとい

うと、当然個人用です。例えば、マンションや家

です。 

 実際に、バイオニクスという会社がこの技術を

つくっており、現在、キーレスマンションが何軒

かできています。マンションの入口から自分の家

まで一切キーがない。自分の指がキーになってい

るわけです。マンションの入口では、血管認証装

置に指を突っ込んで入口を開けます。家では扉に

付いているわけです。血管認証システムで全くキ

ーを持たずに出入りが行える。先ほど言いました

ように、一人一人の個人認証としては究極の姿な

ので、これらのマンションではＪＣＢなどと組ん

で、買い物も指一つでできる。暗証番号とかそう

いうものも必要なく、指を突っ込むだけで買い物

ができるということになっています。 

 実は原子力発電所、そういうところでも使われ

ています。また、住基ネットでも京都府綾部町で

こういうシステムが採用されています。私自身は、

こういうシステムは病院に入ると、取違いとかが

なくなりますので、非常にいいのではないかと思

っています。 

 最近では、農業用品も大学発ベンチャーから出

てきています。メビオールという早稲田大学のベ

ンチャーが、「ハイドロメンブラン」という非常

に薄いフィルムをつくっています。「ハイドロ」

というのは水という意味で、このメンブランの中

に水を吸収するゲルが入っています。そのゲルを

養液の上に乗せることによって、上にある植物が

このハイドロメンブランを介して水と栄養分だけ

を取り上げるのです。そうすると、非常に甘い、

糖度の高い作物が出来上がります。単にものがい

いというだけではなくて、このハイドロメンブラ

ンは非常に穴が小さいので、Ｏ157 とか鳥インフ

ルエンザウイルスのようなウイルスを通しませ

ん。ですから、この上では極めて安心安全な作物

が出来上がります。産廃物の上でつくっても、多

くのものはこれを通りません。そういう意味で、

どこでもつくることができるという特徴を持って

います。終わると、このフィルムを丸めてそのま

ま廃棄すればそれで終了ということになります。 

 これは、実際にトマトをつくっている風景です

が、ハウスの中で下に土が入っているわけですけ

れども、その上にそのシートを塗って、その上に

トマトをつくっている。あるいは水耕栽培、下側

に水を入れてつくることもできます。ですから、

少ない水だけを温めることで、費用も安くするこ
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とができます。 

 実際に、トマトでやるとどれぐらい違うかとい

うことですが、糖度に関していうと、この方法を

使えば市販のトマトの水耕あるいは土耕栽培に比

べて２倍～３倍の甘さになりますし、いわゆる、

生理活性物質グルタミン酸とか、ギャバ、リコピ

ンといわれる抗酸化物質、こういうものも、通常

の方法よりも３倍とか 10倍という、非常に濃縮さ

れた形でつくることができます。 

  

日本最大のバイオクラスター「彩都」 

 

 こういう様々なバイオベンチャーが、欧米で発

達しているクラスターという集積所を、日本でも

形成しようという動きが出ています。 

 関西では京阪奈・関西文化学術研究都市、大阪

の彩都、神戸の医療産業都市。この三つが、現在

先行しています。彩都は大阪の北部にありますか

ら、私たちに非常に近いので、ここをご紹介しよ

うと思います。 

 万博記念公園の北側に大阪大学病院がありま

す。そこからモノレールで２駅行ったところが彩

都になります。近くには、国立循環器病センター

などの集積があります。ここは、日経ＢＰの調査

によると、日本最大のバイオクラスターとして２

年連続でトップを維持しています。 

 ロゴマークとキャラクターもつくっています。

キャラクターは「シンノーくん」と「コーアンく

ん」です。「シンノーくん」は道修町にある神農

神社、神農さんといわれる薬の神さまですが、こ

の薬の神さまをキャラクターにしたものでして、

新しい薬が彩都でつくられているということを聞

いてやって来たという設定になっています。 

 「コーアンくん」は緒方洪庵の末裔（えい）と

いう前提で、彩都小学校２年生でサッカーが大好

きな少年という細かい設定まであるのですが、こ

ちらは、学の代表ということになります。「シン

ノーくん」は産業の代表ということで、産学が手

を携えてやるという象徴としてこういうキャラク

ターをつくっています。これは外国人に非常に受

けて、ストラップとかお土産品もあり、大変な人

気商品になっています。 

 もともと適塾の流れというのは、実は大阪大学、

特に医学部に受け継がれてきています。適塾はい

まだに大阪・北浜に存在しています。中に入れま

すので、もし行かれたことがなければ、ぜひ機会

のある時に行っていただければと思います。 

 ここから大阪大学の医学部ができてきたという

ことで、もともと大学自体、ちょっとほかとは違

っています。もともと大阪財界がつくって官が買

い上げた、民営で官が買い上げた唯一の帝国大学

です。聞いた話によると、京都に帝国大学をつく

るときに大阪につくってやろうかといったら、当

時の財界が「いらない」と拒否したので京都大が

できたと。最後の方になって、つくってくれない

のだったら今度は民間がつくるという話になっ

て、大阪の財界がおカネを出したと聞いています。

こういう経緯があるので、初代総長の長岡半太郎

先生は、「大阪大学は産業科学に意を用いるべし」

とすでに言っています。 

 そして大阪大学発の大学ベンチャー。私どもは

実は全くの新顔で、非常に古いものがいくつか存

在します。ペプチド研究所、理研財団。これは、

いかにも研究所みたいな名前になっていますが、

どちらも民間企業とか財団で、特に理研財団は、

ワクチンの日本における供給元の大手製薬企業の

一つです。売上高も数十億円という、非常に大き

な数字を上げており、日本のワクチン産業を担う

ような存在です。 

 ペプチド研究所も彩都の中に移ってきました

が、これも、ペプチド研究のため阪大の中につく

った研究施設が、民間企業として活動していると

いう経緯があります。 

 そのほか、個人の寄付による難病研究所という

のが、昔は阪大に存在していました。また、竹尾

さんという個人が寄付して大学に竹尾結核研究所

というのをつくっています。国立大学の中で、民

間の方が寄付してその人の名前が付いた研究所が

活動し、資金もかなり民間から入っていたそうで

すので、そういう意味では、やはり阪大の医学系

には、独特な流れがあるということが言えるわけ

です。 

 一方、適塾の経済系の流れはどこへいったかと

いうと、これは福沢諭吉を経て慶應義塾大学に行
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っています。このときに、経済の流れが大阪から

出ていったというのが、阪大にとっては痛いとい

う気がします。ただ、阪大の経済系は、懐徳堂と

いう別の民間の研究所からきていますから、そう

いう意味では、文系理系とも阪大というのは民が

つくった大学ということがいえるかもしれませ

ん。 

 こうした独特な立場がありますので、先ほどの

彩都はどちらというと民の活力というのが中心に

なってきています。中核施設としての国の施設と

いうのは、医薬基盤研究所という厚生労働省の研

究所が一つあるだけで、あとはすべて民間の関連

でやっています。 

 例えば日本食品分析センター、トーヨーポリマ

ー、先ほどのペプチド研究所、あるいは彩都友紘

会病院というのが入っています。またインキュベ

ーターも、彩都バイオインキュベーター、彩都バ

イオヒルズセンターというように、どんどん施設

ができてきている状況です。 

 2008 年 11 月、新しいインキュベーターが出来

上がりました。彩都バイオイノベーションセンタ

ー。これは三つ目のインキュベーターになります

が、中小企業基盤整備機構がつくって、バイオサ

イトキャピタル社という民間のベンチャーが運営

する公設民営の形態。こちらも、オープンしたば

かりで既に 100％入居ということで、現在、彩都

のインキュベーターは、三つとも満杯状態になっ

ています。今は、なお待ちがある状態で、４棟目

をどうしようかという話をしているのです。そう

いう意味で、彩都では非常にベンチャーが活発に

動いている状況になっています。 

 彩都バイオイノベーションセンターの開所式に

は、橋下府知事も駆けつけてテープカットをし、

「大阪府はバイオに力を入れる」ということを宣

言していました。 

  

ベンチャー、イノベーションを巡る課題 

 

政府にも先ほどの米国により近づけようという

ことで、2008年になって新しい動きが出てきまし

た。今までは大学、旧国立大学は、株に関してい

うと持つことはできたのですが、上場すると同時

に売らなければならないという妙な規定がありま

した。どうも、財務省は「株というのは下がるも

の」と考えているようで、株を持つということは

国が損をすることと思っているようなフシがあ

り、大学のように安定的に運営しなければならな

いところというのは株を持ってはならないという

規定がある。未公開の状態では株価は動かないの

で持っていい。上場すると株価が下がるのですぐ

売らなくてはならないとなっていたんですが、そ

れでは当然バイオベンチャーはやっていけないの

で、やっと日本も米国の大学並みに株を取得して、

それをしばらく持っていてもいいというように変

わりました。 

 実は、スタンフォード大学は最近、グーグルの

おかげでまた大もうけをしています。グーグルの

株をスタンフォード大学は結構持っていて、グー

グルの上場で 3,000億円。それだけのキャピタル

ゲインを得ています。この一部を売却して、スタ

ンフォードはＩＴの施設をどんどん建てているの

です。ＩＴとバイオの融合ということで、そうし

た建物もどんどん建てています。 

 ケンブリッジ大学も出資をどんどんしていま

す。ケンブリッジがクラスターとして成功してい

るのは、実はそういう会社がロンドンのＡＩＭと

いう新興市場にどんどん上場して、ケンブリッジ

大学におカネが還元され、また新しい研究ができ

る。そういう流れができてきています。 

 日本において、果たして最初のスタンフォード

大学になるのはどこかということですが、東京大

学はオンコセラピーという会社の上場で、一応 30

億円ぐらい既に利益を出しています。日本でもけ

たはちょっと違いますが、少しずつそういう成功

例が増えている。 

 私たちとしては、実は「イノベーション 25」と

いう政策に非常に期待しています。ご存じのよう

に、安倍晋三内閣の時にできた非常にいい計画で、

2025 年までを見据えるという、日本で初めて将来

をみて政策をつくるということだったのですが、

残念ながら安倍総理は退任し、次に福田康夫氏が

総理に就任して、閣議決定で継続が決まったとい

うことで喜んでいたら、福田総理も退任してしま

った。果たしてどうなるかと大変心配しています。 
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 今回の補正予算も、２兆円もばらまくカネがあ

ったら出すところは別にあるのではないかという

のが、個人的な気持ちです。27兆円も補正予算を

組むにしては、科学技術の「科」の字も新聞に出

ないというのはどういうことか。一応、内容を聞

くと、科学技術にも出しているという説明をする

方もいるのですが、どうもちょっとこのあたりは、

イノベーションに対して少し温度が下がってきて

いるのか、影が差しているのかという気がしてい

ます。 

 今、一番大きな影の部分というのは、実は、大

学とおカネを出すベンチャーキャピタルとの間

で、なかなか意思疎通ができないということです。

大学側は、やはり世の中の問題を解決したい。例

えば、難病を救いたい。そして、できれば自分た

ちの技術で解決したい。こういう希望を持ってい

るわけです。 

 一方、ベンチャーキャピタルの方は、解決しよ

うとしまいとどちらでもいい。市場規模がちゃん

とあって、競合企業に勝てるか。そして、おカネ

の管理ができるような人がそろっていて、資金が

ちゃんとできるか。これを見ているわけです。若

干、気持ちのすれ違いが存在している。そのため

に、なかなか前に進まない状態があるのです。 

 実はこういう状況は、経済産業省、厚生労働省

を含めて、よく関係者の皆さんは理解しています。

バイオベンチャー育成に関するワーキングという

のが経産省にできて、そこで議論した時も、ほぼ

問題点は出そろっていました。ベンチャー側の問

題としては、特許の取得方法が下手であるとか、

先ほど言ったビジネスワークがうまくできない。

効率的な治験ができない。臨床機関との連携が不

十分。こういう問題点が指摘されています。 

 一方で、社会的な問題点も幾つか明らかになっ

ていて、一つは、研究開発資金が足りないこと。

これは、ベンチャーキャピタル、製薬企業がハイ

リスクな投資に消極的であるということ以外に、

国としての予算もやはり少ない。また、ベンチャ

ーは上場することによってさらなる発展を目指す

わけですが、いわゆる新興市場が未整備であると

いうことで、残念ながら出口も細い。このあたり

が問題点として、既に指摘されています。 

 実際にはどういう状況かというと、上場バイオ

ベンチャーの 11社中９社が赤字ということで、各

社とも数十億円単位の赤字を出しています。多額

の研究開発費を使っているので、本来資金がどこ

かからこなければいけない。ところが、株価も低

迷している。そして、ベンチャーの資金調達に関

して、日本では先ほど言ったように予算自体が少

ない。 

 エンジェル税制。英国の予算は 1,000億円ある

のに日本は 15億円しかない。スタートアップの時

点で、すでにこれだけの差があるわけです。 

 一方、ベンチャーキャピタル。これも欧米に比

べると非常に小さい状態です。日本においては公

的資金、年金、あるいは大学などが、ベンチャー

キャピタルにはおカネが出せない。こうしたこと

も理由になっています。 

 一方、大手企業とのアライアンスも、欧米企業

に比べて非常に少ない。Ｍ＆Ａもほとんどゼロに

近い。アライアンスやＭ＆Ａも少ないというのは、

ベンチャーにとってはつらい状況です。 

 現在のところの問題点ははっきりしていて、一

つは、資金源が足りないことですが、もう一つは、

製品化までの期間が長いことです。欧米に比べて

日本では、いわゆる薬が最終段階に入るまでの期

間が非常に長いため、おカネがたくさんかかりま

す。入るおカネが少ないのに出るおカネは大きい。

当然、これはうまくいかないということになりま

す。十分な資金をサポートして、かつ厚生労働省

の努力によって早く商品化する。この二つができ

れば、うまくいくはずです。 

 まがりなりにも日本ではイノベーション・エコ

システムができあがってきました。大学での特許

に対して、文科省、経産省、厚労省からグラント

が出ている。その結果、特許権が私たちベンチャ

ーに移って、さらにベンチャーには経産省からの

グラントが入ってくる。一方、ベンチャーキャピ

タルにはマザーズなどの株式市場からお金が入

る。最終的にはある程度の段階で製薬企業にライ

センスを譲っておカネを得る。これは私たちのケ

ースを含めて、当初ある程度うまくいったのです。

私自身は日本でイノベーションの創造システムは

一応出来上がったという認識をしていました。 
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 ところが、だんだんうまくいく会社が増えてい

くと、問題点もわかってきました。一つは、臨床

試験がどんどん進むとおカネがかかってくる。日

本だけではなくて海外でもやらなければならな

い。これにもおカネがかかります。モノが実際に

出るとなると、今度は販売網もつくらなければい

けない。コンプライアンスの問題、J－SOXの問題

もある。 

 J－SOXは、非常に小さいベンチャーにとっては

大きな負担になっています。必要になる金額が増

えてきたのです。ところが、システムに異変が起

こってきている。何の異変が起こったかというと、

もともと研究費が少ない状態だったのに、今度は

ベンチャーキャピタル自体が危機的な状況に入っ

てきている。おカネが入らなくなった。マザーズ

などの市場も機能しなくなってしまった。製薬企

業もアライアンス、Ｍ＆Ａが少ない。イノベーシ

ョンシステムは破たんしかかっている。本当に深

刻な状況になってきたのではないかと思います。 

 背景としては臨床試験期間が長い、審査が不透

明であるという問題点があったのですが、こうい

う問題を解決する前に、支えていたマーケットが

崩壊してしまったので、このままいくと日本のイ

ノベーションシステムはつぶれてしまうのではな

いか。 

 経産省はイノベーション創造機構というのをつ

くりますが、私はそこで上場前ベンチャーを含め

た企業の株を一部買い取るとか、あるいはシーズ

を評価して議決権のない株を購入して将来の利益

を取るとか、何らかの形で抜本的なテコ入れをし

ない限り、このままではまずいのではないかと思

います。 

 これは別にバイオだけではなくて、実はイノベ

ーション系の企業、皆同じ状況になっています。

半導体とかＩＴ系企業も、現在マザーズの時価総

額というのは、ほとんどピーク時の５分の１とか、

10分の１になってきていますので、もう資金を集

めることは非常に難しくなってきている。短期間

で回復すればこのシステムは辛うじて維持されま

すが、もし２年３年とこの状況が続くようであれ

ば、これは日本のイノベーションシステムの破た

んということになるのではないか。これは本当に

今危険な状態だと認識しています。 

 ただ、そういう状況下でも、やはりバイオベン

チャー。少子・高齢化時代の日本のエンジン産業

として、ほかにはないのではないかと思います。

以前は、自動車、情報家電、ライフ・サイエンス、

この三つがエンジン産業といわれましたが、自動

車関連産業は残念ながら予想以上に早く沈んでい

きました。情報関連も果たしてどこまで勝負がで

きるか。恐らくインドや中国にだんだんやられる

だろう。その中では、ライフ・サイエンスという

のは、これから少子高齢化を迎える中で、単純に

産業の大きさだけではなく、我々が長生きをする

という点でも大変重要だと思っています。ライ

フ・サイエンス関連産業に関しては、日本のエン

ジン産業と考えて資金を投入すべきであるという

のが私たちの考え方です。 

 スティーブン・ジョブズがスタンフォード大学

で卒業祝賀パーティーをやったときの話に、「Stay 

hungry, stay foolish」という言葉がでてきます。

やはり、ベンチャーというのはどうも、あまり頭

がいいとできないというものだろうと思います。

日本では、起業家精神が非常に乏しいと言われて

いますが、日本のエンジン産業、バイオベンチャ

ーを含めたイノベーションを生み出す技術系のベ

ンチャーは必要だと思っています。金融機関に公

的資金を入れるだけではなくて、イノベーション

システムにも資金を入れければならないのではな

いかと、今思っています。 

 今は日本の再生をどうするかという大変重要な

時期に入ってきたと思っています。現在のバイオ

ベンチャーの状況をみると、光が当たってきたと

思う半面、影も出てきたということで、岐路に立

っている状況だと認識しています。ぜひ、ご支援

をお願いいたします。こういう問題点があるとい

うことをご認識いただければ大変幸いです。 

 

（質疑応答） 

 

 吉田： 森下先生、ありがとうございました。

大変多様な内容で、非常に面白い話をいただきま

した。最後、ベンチャー市場は今、危機状態であ

り、イノベーションの仕組み自身に公的支援が必
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要だというお話がありました。定額給付金に２兆

円も使う。２兆円もあればもう少しいろいろなこ

とができるのではないかというのは、全く同感で

す。 

 今日のお話のキーワードは、大学発ベンチャー

とバイオということで、それに関して一つずつぐ

らい質問させていただきたいと思います。 

 まず、株式が保有できるなど、大学を巡る環境

が変わってきた、そして、知財本部を中心とした

制度も整ってきたということですが、何か、もう

一つ、迫力に欠けるように思うのです。大学の仕

組みのどこに問題点があるのか、ご指摘いただけ

ればと思います。 

 

 森下： 一番大きな点は、制度はできたが使う

人がいないということだと思います。大学も非常

に温度差があって、制度ができたのに、それを使

っているというケースは多分二つぐらいしかな

い。株を持つこと自体、大学の執行部が非常に怖

がっているという面がまだ大きい。これは、スタ

ンフォードやケンブリッジとは全然違うところ

で、経済を知っている方があまり執行部にいない

ということだと思います。 

 欧米の場合は、大学のトップに民間から来てい

る人が多いですし、寄付を含めて大学自体が積極

的に資金を運用している。先ほどご紹介したよう

に、ベンチャーファンドに大学が出資しているケ

ースが非常に多いのです。日本は過渡期だという

ことで、しかたがないのかもしれませんが、やは

り早く成功例を出して、それがイノベーションの

システムだということの認識を多く持ってもらう

のが一番効くのではないかと思います。 

 これは、大金を入れろという意味ではありませ

ん。スタンフォードも大した金額は入れていませ

ん。創業時に本当に 100万とかそれくらいの金額

を、あちこちに入れているだけの話です。それぐ

らいの金額では、例え会社がつぶれたところで大

した損失にはなりません。そういった判断から、

どんどんやっていく必要が本当はあるのではない

かと思います。 

 

 吉田： 先ほどおっしゃった「Stay hungry, 

stay foolish」。大学で、特にトップが実践して

いくことがいかに重要かということですが、同時

に、大学の研究者の側にも、ベンチャーにつなげ

るような研究ができていても、実際にはなかなか

大きな壁があるように思います。研究者の側にも

問題があるのでしょうか。 

 

森下： 大きな問題はあるかと思います。これ

は研究者だけに限ったことでもないのですが、日

本の場合は交代というのが非常に苦手なので、本

来はどんどん自分の専門分野から離れてきた時点

で、経営専門の人に代わるとか、バトンタッチを

していく必要がある。ところがどうしても、日本

の場合は最初につくった人に責任を取って欲しい

とか、逆につくった本人が社長という言葉を欲し

がるとか、長く、必要以上に引っ張ってしまうケ

ースが多いのではないかと思います。 

 特に、このベンチャーキャピタルの問題で申し

ましたが、大学発ベンチャーの経営者に長く教授

を努めた人がいると、ある病気を治したいという

目的はいいのですが、「私の技術で治したい」と

いう気持ちが長く続きすぎると会社がつぶれる可

能性があるのです。「私の技術よりいい技術で治

してもいい」ということになると会社もうまくい

くのですが、どうしても「私の技術」にこだわり

すぎる。もちろんほかの技術が特許との関係で手

に入らなかった場合は、「私の技術」を改良して

価値のある形にしないとしかたがないのですけ

が、場合によっては、自分の技術を捨ててでも、

会社である以上やらなければならないこともあ

る。そういう判断が、冷静にできるかどうかとい

うことだと思います。できるのであれば、決して

大学の先生が悪いということはないと思います

が。そこであまりこだわりすぎるとおかしくなる。

福田前総理ではないですが、「私は客観的に見ら

れるんです」ということが言えるかどうかという

のが、一つのポイントのように思います。 

 

 吉田： 先ほど例を挙げられましたが、米国の

ベンチャーキャピタルの人とボイヤー氏の関係の

ように、うまくいくコンビネーションをどうやっ

てつくったらいいのか。ずっと思ってきたことで
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すが、ヒントがあれば教えてください。 

 

 森下： 米国のベンチャーキャピタルは日本と

は違って、ほとんど独立系です。ほかの技術系の

ベンチャーを立ち上げて、上場させてキャピタル

ゲインを得た人が、自分の資金でやっているケー

スが非常に多く、そういう人の場合は経営者であ

りながら、結構技術も分かる。また、ベンチャー

に対してのスピリットといいますか、そういうも

のが非常に高いので、創業時に技術系の人間から

いうと組みやすいという点。それから、そういう

スタートアップのベンチャーに必要なポイントな

どが非常によく分かっているという点。それらの

点でベンチャーキャピタルとベンチャー企業が両

輪になりやすいのです。 

 一方、日本をみると、やはり大企業系が非常に

多い。銀行系のベンチャーキャピタルなどは、企

業経営をしたことがない人がほとんどなわけで

す。融資を審査したことはあっても、融資を受け

たことはなかったりする。ベンチャーキャピタル

との交渉などを実際に自分でした人というのも、

ほとんどいない。そうすると、ベンチャー企業が

頼るべき経営者の人が、もともとベンチャーキャ

ピタルサイドにいないということです。 

 米国の場合は、経営のできる人とネットワーク

を持っている人がベンチャーキャピタルにいるの

で、「自分は駄目だが、例えばこういうベンチャ

ーで成功したこういう人がいるので、彼を社長に

してみないか」という形で、どんどん紹介してく

れます。 

 日本の場合は、「ベンチャーキャピタルの方で

社長を紹介して欲しい」と言っても、まず出てこ

ないのです。やはりもうちょっと独立系のベンチ

ャーキャピタルを育てないと、日本のベンチャー

というのはなかなか増えてこないのではないでし

ょうか。 

 今まで日本のベンチャーのほとんどは、ソフト

バンクもそうですけども、創業者の方がずっと引

っ張るという形のベンチャーです。こういう形態

は残念ながら、大学発ベンチャーでは非常に難し

い。 

 一つは、大学の関係者が自分で創業者としてや

っても、大学にいながら会社を社長として引っ張

るということはできませんし、もともと経営者で

はなかったので、引っ張ったとしても失敗しやす

い。バイオ系を含めて大学発ベンチャーが出たこ

とによって、初めて経営者をベンチャーキャピタ

ルは紹介しなければならない状態ができてきたの

です。こういう状況に、十分システムが対応して

いない。 

 今までは、ベンチャーキャピタルの人は、創業

者にやる気があるかどうかとか、そういうことの

評価をしていたのです。これは本当かどうか知り

ませんが、ひげを生やしている社長にはカネを出

さないとか、スリッパを履いている社長にはカネ

を出さないとか。技術以外のところで評価をされ

たケースが、昔はあったと聞きます。そういうと

ころが、やはり全く違う。 

 先日、ＯＥＣＤのイノベーション委員会の人が

来日しましたが、その人が話した中で一番印象的

だったのは、「 Social innovation is most 

powerful driver」ということです。社会的なイノ

ベーションというのは、イノベーションの最大の

ドライバー、つまりエンジンになるという。そう

いう意味では、日本のベンチャーが育たないのは、

実はソーシャルイノベーションが日本ではできて

いないのではないかと思います。 

 実は、一番イノベーションが必要なのは、ベン

チャーではなくて日本社会ではないかと、最近思

っているのです。そこが変わってくれば、ベンチ

ャーというのはある程度放っておいても自立的に

出てくるのではないかと。韓国や中国はソーシャ

ルイノベーションが非常に進んでいます。日本に

おいても小泉改革で結構進んだことは進んだので

すが、まだまだ不十分かなという印象を持ってい

ます。 

 

吉田： ぜひ会員の皆さんに、うまくマッチン

グをさせる努力をしていただけるといいと思いま

す。 

 次に、バイオ独特の話として、先ほども製品化

に時間がかかりすぎるという話がありました。薬、

創薬の場合、私も京大病院の治験審査委員会の委

員をしているのですが、まず、治験をするという
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こと自身が大変。それから、治験をしてもらう人

をリストアップすることがまた大変。なかなか、

あのシステムはうまくいっているようには思わな

いのです。厚生労働省の努力の必要はもちろんあ

りますが、どういうポイントがあるか教えていた

だけますか。 

 

森下： これは吉田先生が言われるように、日

本はやっぱり治験システム自身にイノベーション

が必要な状況だと思います。 

 一つは、医者の側の問題があって、治験に対し

て認識が低い。大学も治験をする医者に対しての

評価が低いのです。欧米では、治験専門というと

語弊がありますが、そういう大規模臨床試験を含

めて治験をやれる先生というのは、結構、臨床の

教授ではたくさんいて、非常に高い評価を受けて

います。日本の場合は治験をする医者というのは

研究者ではないので、基本的に教授になれないこ

とが多いのです。そうすると、治験をするモチベ

ーションが働かないので、ますますやる人が少な

くなってくる。 

 一方で、日本は厚生労働省の審査が遅い、ある

いは治験の病院自体の数が少ないということで、

速度が遅いために、どんどん製薬企業は海外とか

に出ていく。そのため、大学のノウハウも蓄積さ

れずに、さらに遅くなっていく。今は、そういう

意味では悪い方悪い方に逆回転している状態で

す。 

 厚生労働省もそういうところは分かっているの

で、治験システムをおカネをかけて改善をしよう

とか、いろいろな動きはしていますが、まだ目に

見えて動くところにいっていないのではないか。 

 この治験というのは結構面白くて、生き物みた

いなところがあり、かつては英国とかドイツとか

が早いといって、日本の企業も欧州に行ったので

す。今はどこへ行っているかというと、ロシアと

かルーマニア、東欧諸国に行っています。現在、

東欧諸国が一番早くて安いらしくて、そういうと

ころへどんどん移っていっている。彼らは外貨を

呼び込むためにそういう治験をやっているという

のもありますし、治験をするということはその分

早く薬が出るので、実はそういう国では日本より

早くいい薬を使うことができるわけです。 

日本として治験というものの重要性をしっかり

議論して、システムをつくり上げないと、この状

況というのは改善しないような気がします。ここ

が改善すれば、バイオベンチャーはかなり生き返

ると思うのですが、やはり、先生が指摘されたよ

うに非常に重要なポイントが、手付かずになって

いるという状況だと正直思います。 

 

吉田： 国際治験。これが力を持ってきている

のですね。そうすると、日本の治験システム自身

が、それに支配されてしまうという危機感を持っ

ている人もいるのですが。 

 

森下： 現状は支配されるというよりも、日本

が仲間外れになっていることが多い。要するに、

日本が入ると遅くなるのです。日本が最後で足を

引っ張りますから。そういう意味では、日本抜き

でやるのが一番早くて、今は中国、インド、それ

から東欧、あと米国、西欧と組む人が増えていま

す。東洋人のデータという点では、中国でやれば

十分だという話もありますので、日本というのは

本当に必要かどうか。 

 今、米国西海岸のＩＴも、バイオも、中国人が

非常に増えてきているので、現在起こってきてい

る現象というのはジャパンスルー、ジャパンナッ

シングで、ほとんど日本を通らずに中国に行って

いる。ベンチャーキャピタルのおカネも、西海岸

のおカネが日本に入ったケースはほとんどなく、

みんな中国を通しているのです。英語が公用語と

して使えるという点と、国としての力の差が明確

であるという点、治験が早い、マーケットが大き

いという点で中国です。 

 海外の製薬企業の研究所は、以前、筑波にたく

さんあったのですが、撤退して現在、筑波にある

海外の製薬企業の研究所はゼロになりました。そ

れはどこへ行ったかというと、全部中国です。上

海、あるいは北京。それから一部はシンガポール

です。本当にいろいろな意味でジャパンスルーが

進んできていて、こういう状態というのは極めて

危ないといいますか、日本の将来を考えるときに、

国益を損ないつつあるのではないかと思います。 
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 やはり、海外の企業を引きずり込むためにも、

日本独自のイノベーションの技術が高くなってこ

ないと、当然戻ってきませんので、そういった意

味でも、治験制度も含めて真剣に考えてもらう必

要があると思っています。 

 

吉田： やはり、厚労省に頑張ってもらわない

といけないのですが、日本全体として、その辺の

問題意識が低いように思うのですが。 

 

森下： そうですね。問題意識は低いですね。

この間も、前の財務大臣の尾身幸次先生が言って

いましたが、「選挙のポスターで『科学技術を盛

んにする』というのは、全国会議員で私一人だ」

と。「群馬県選出なのに、科学技術と書いている」

と言っていましたが、確かに、科学技術を政策に

掲げている議員は、あまりいない。あるいは、現

在の科学技術担当大臣と話していましたら、郵政

大臣をしていたときは、あいさつ先が多く、あち

こちに関連の議員さんというのがいて、大臣に就

任してしばらくは議員会館をどこへ行っていいか

分からないぐらいだった。科学技術担当大臣にな

ったら、行く場所が少なすぎて寂しい。ほとんど

行く場所がないという話をしています。 

 これは、やはり科学技術が重要という認識を持

っている人が、国民も含めて少ないということだ

と思います。米国はどうかというと、科学技術は

票になるのです。今回オバマ氏が当選して最初に、

大統領令を改正するということで、ＥＳ細胞を解

禁すると発表しましたが、環境・バイオに力を入

れる。これも、大統領令を変えるということをす

でに発表しています。大統領当選後最初の政策が、

ライフ・サイエンスあるいは技術系のイノベーシ

ョンです。 

 このあたりは、日本の総理はどうなのか。正直、

安倍総理は極めて特殊な例で、科学技術を前面に

出した初めての総理ですが、そういう人が日本で

何人これから出てくるか。非常に日本の将来にと

って大きい問題だと思います。 

 少子高齢化の中で、先ほどの 2025 年というの

は、実は危機的な年です。私は「イノベーション

25」の策定の委員会にいたのですが、2025年まで

しか正直言って、日本の政策はつくれない。 

 なぜかというと、2025 年には人口が今の１億

3000 万人から１億人ちょっとに減りますし、20

歳以下の人口は今の半分に減ります。65歳人口は

倍に増えるのです。そうすると、半分に減った若

者が倍に増えたお年寄りを支える年。しかも、最

近出た厚生労働省の予測では、痴ほう症患者が

2025 年ごろには 500万人になります。ということ

は、日本人の 20人に１人は痴ほう患者。本当にそ

こまでひどい状態になるかどうかわかりません

が。 

 そうなると、科学技術の水準を上げて生産性を

上げるしか、たぶん日本の生き残る道はないとい

うのが、自明の理になると思います。中国もどん

どん人口が減り始めますから、移民は難しいとい

う状況の中で、何ができるかということを考える

と、やはりイノベーションを生み出すための社会

システムというものをつくっていかなければなら

ない。そうすると、今日のテーマである、ベンチ

ャーがどうやって社会を育てるかということに必

然的に行き着く。 

 ここは自明の理だと思うのですが、どうもその

自明の理がまだ浸透していないのか、単なるオオ

カミ少年と思われているのか分かりませんが、ま

だどうも皆さんピンときていないのではないかと

いう気がします。 

 

吉田： 小泉改革。格差が広がった大きなポリ

ティカル・イッシューになるわけですが、イノベ

ーションはもうひとつ、思うほど進んでいない。

前の小泉内閣の時に、2030年までの経済予測で年

率 1.5％成長。そのうち、生産性の向上によるも

のは 0.7％しか見られない。 

 それで、安倍さんが３％成長と言ったわけです

が、なかなかイノベーションが政治を動かす力に

ならないなんて、どうしたらいいのでしょうか。 

 

森下： イノベーションというのが連続的に起

こるという、勘違いがあると思うのです。イノベ

ーションは連続で起こるものではなく、断続的に

起こるものなので、あるところまでは緩やかで、

突然ぐっと生産性が上がってまた緩やかになる。
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産業革命を含めて歴史がすべて示しているよう

に、もともと断続的にいくのがイノベーションな

のです。緩やかにいくのはイノベーションではな

くて、技術革新であって、決して新しい産業構造

をつくるような力ではない。ですから、イノベー

ションそのものを今年の経済予測、来年の経済予

測の中に入れるということ自体が、本来はナンセ

ンスだと思うのです。 

 日本も明治維新とか、第二次世界大戦とかを機

に、自主的にソーシャルイノベーションを起こし

ている。変革の歴史があるにもかかわらず、何と

なくイノベーションをやると毎年数％成長してい

くという、ちょっと間違った発想があると思いま

す。そういうものではなくて、イノベーションを

起こす技術を知っていると、ある年に突然変革し

て、ＩＴ革命もそうですが、10％という幅でどん

と跳ね上がるものだと思うのです。それが起こる

までは見えない。 

 ノーベル賞と一緒です。ノーベル賞というのは、

発明されたときから取れると分かっているものは

ほとんどなくて、後に結構よかったと評価される

ケースが多いので、そのイノベーションの本質と

いうものを理解しないと、なかなかイノベーショ

ンを巡る議論が政治の中で出ないのかなと思いま

すね。 

 シンガポール、中国もそうですけど、テクノク

ラートの政府でそういう概念を持った人が政府の

中に多いところと、日本のように文系の内閣で、

そういうイノベーションの本質を理解しないとこ

ろとが、やはりあると思います。欧州もそうです

し、米国もそうですが、結構、理系の方の割合が

高い。シンガポールや中国は、ちょっと極端なテ

クノクラートですが、それほどでなくても、ドイ

ツとか、英国でも、結構そういう工学系の人とか

理系の人が政府に混じっています。そういう人の

割合が増えてくるというのは、本当は国にとって

大きなポイントではないかという気がします。多

分、国会議員の中で理系の割合というのは、ゼロ

ではないですが、非常に低いような気がします。 

 文責：日本経済新聞社大阪本社 編集委員 坂川弘幸 
Hiroyuki Sakagawa/ Writer/ Nikkei Inc. Osaka Head Office 
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２００７－２００８年度   四 期 役 員 体 制 

氏 名 所 属 先 学 会 役 職 

吉田 和男 京都大学経営管理大学院教授 会長 

塩沢 由典 

中央大学商学部教授 
京都大学経営管理大学院 
関西経済経営論(関西アーバン銀行)寄附講座
教授(客員) 

名誉会長（理事兼顧問） 

米 倉  穣 追手門学院大学経営学部教授 
副会長、事務局長 
国際化研究部会主査 

日野 孝雄 
神戸常盤大学 
先端医療振興財団知的クラスター 
神戸国際医療交流財団 

副会長 
医療福祉主査、文化資産幹事 

深堀 謙二 
大阪市 
大阪市立大学大学院工学研究科客員研究員 

常任理事 

定藤 繁樹 
関西学院大学専門職大学院副学長 
経営戦略研究（ビジネススクール）教授 
ニューブレクス㈱ 

常任理事 

村 上  薫 
滋慶医療経営管理研究センター  
主席研究員 

常任理事 
国際化研究部会幹事 

清水 宏一 
㈱時有人社代表取締役 
メルパルク㈱取締役 
奈良県立大学 

常任理事 
文化資産部会主査 

藍 木  秀 
㈱ドーチェ 
㈱メディケア 

常任理事 
医療福祉幹事 
文化資産 

林  茂 樹 大阪工業大学知的財産学部教授 
常任理事 
知的財産主査 

文能 照之 近畿大学経営学部准教授 
常任理事 
大学発ベンチャー主査 

釣島 平三郎 大成学院大学教授 
常任理事 
文化資産 

坂川 弘幸 日本経済新聞社大阪本社 
常任理事 
文化資産、医療福祉 

小西 一彦 追手門学院大学教授 
常任理事 
ﾍﾞﾝﾁｬｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ研究部会主査 

稲垣 耕作 京都大学准教授 理事 
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氏 名 所 属 先 学 会 役 職 

山本 浩二 大阪府立大学教授 理事 

兼松 泰男 大阪大学教授 理事 

高 増  明 関西大学教授 理事 

宮脇 敏哉 新潟経営大学経営情報学部教授 理事、九州研究部会主査 

松村 敦子 ㈲アクティア 理事 

吉永徳 好 吉永公認会計士事務所長 理事 

藍木 秀実 大阪府立大学 学生理事 

日野 薫郎 同志社大学 学生理事 

岸  秀 隆 トーマツ公認会計士 監事 

今 田  哲 京都環境ナノクラスター 監事 
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関西ベンチャー学会 規約 
制定 2001 年 2 月 12 日 
 

第 1 章 総 則 
（名 称）    

第１条 本会は、関西ベンチャー学会（The Kansai Association for Venture and Entrepreneur Studies） 
と称する。 

    
（事務局）    

第2条 本会の事務局は、別途定める。 
    

第 2 章 目的および事業 
（目 的）  

第3条 本会は、関西におけるベンチャーの発展に資するため、ベンチャー企業や一般企業・非営
利組織の起業活動、およびその促進政策等について理論的・実証的研究を行うとともに、起
業家活動の実践や支援および産学協同などの推進に寄与することを目的とする。 

    
（事 業）    

第４条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。 
  1. 研究発表会（大会および研究部会）の開催 
  2. 学会誌、その他刊行物の発行 
  3. 講演会、シンポジウムなどの開催 
  4. その他、理事会において適当と認めた事業 
    

第 3 章 会 員 
（種 類）    

第５条    
  1. 本会の会員は、次のいずれかに該当するもので、正会員一名の推薦を受け、常任理事

会の審査を経て、理事会で承認されたものとする。 
   ① 正会員 ベンチャーの分野で専門の学識を有するもの、起業経験者および起業志

望者、ベンチャー支援者、新産業政策担当者、大学等における技術の事業化に関
係するものなどで、規約第３条の目的に貢献することのできる個人。 

   ② 学生会員 前項に準ずる研究あるいは活動を行っている大学院生および大学生 
   ③ 特別賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助する法人、団体、または個人 
  2. 新入会員の選考基準については、別途、内規に定める。 
    

第６条 本会に会員名簿を備え、所定事項を記載するものとする。 
    
（会 費）    

第７条  1. 会員は、別途定める会費を納めなければならない。 
  2. 会費の変更は、総会において承認を受けなければならない。 
    
（退 会）    

第８条 会員は、次の場合には、退会したものとする。 
  1. 本人が退会を届け出たとき 
  2. 会費の滞納（２年）により、理事会が退会を相当と認めたとき 
  3. 本会の品位を汚すなどの事由により、理事会において退会をやむをえないと認めたと

き 
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第 4 章 機 関 
（役 員）  

第９条 本会に、次の役員を置く。 
  1. 理事 ３０名程度うち、会長 １名副会長 若干名常任理事 10 名程度 
  2. 顧問 定員はとくに設けない。 

 3. 監事 ３名以内 
    
（理 事）    

第 10 条  
  1. 理事のうち半数以上は、正会員の中から正会員の投票により選出される。 

 2. 投票により選出された理事の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
  3. 残る１5名以内の理事は、会長が地域、分野などを考慮して正会員の中から指名する。

ただし、理事会の承認を要する。 
  4. 任期は２年とするが、再任を妨げない。 

 5. 理事の選出規則については、別途定める。 
 
（会長、副会長、常任理事） 

第 11 条    
  1. 会長および副会長の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
  2. 会長は、投票により選出された理事の互選により選出される。 
  3. 副会長若干名は、理事会の承認を経て、会長が選任する。 
  4. 常任理事は、理事会の承認を経て、理事の中から会長が選任したものとする。 

  5. 副会長は、会長を補佐し、会務を執行する。 
  6. 会長に事故ある時は、会長が指名した副会長が、その職務を代行する。 

指名し得ないときは、副会長の互選により一名が会長の職務を代行する。 
     
（顧 問）     

第 13 条     
  1. 顧問の定員については特に定めないが、理事会が必要に応じて推薦し、決定する。 
  2. 顧問の任期は 2年とする。ただし、再任をさまたげない。 

 3. 顧問は、重要事項について理事会の諮問に応じる。 
  4. 顧問は、理事会に対し文書で、あるいは理事会に出席し、意見を述べることができる。 
    
（監 事）    

第 14 条    
  1. 監事は３名以内とし、理事会が指名し総会で承認を受ける。 
  2. 監事の任期は２年とする。 

 3. 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。 
    
（理事会）    

第 15 条    
  1. 理事会は、会長、副会長、理事から構成される。 
  2. 理事会は、会の運営に関する重要事項を審議する。 
  3. 理事会は、必要に応じて幹事に出席を求めることができる 
 
(常任理事会) 
第 16 条    
  1. 理事会に常任理事会をおく。 
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  2. 常任理事会は、会長・副会長、常任理事から構成される。 
  3. 常任理事会は、会の運営に関する経常的事項および理事会から委嘱を受けた事項を審

議する。 
  4. 常任理事会は、理事会にはかるべき重要事項を審議する。 
  5. 理事は、常任理事会開催について通知を受け、必要に応じて常任理事会に出席して意

見をのべることができる。 
    
（総 会）    

第 17 条    
  1. 会長は、毎年１回、会員の定時総会を招集しなければならない。 
  2. 会長は、必要があると認めたときは、臨時総会を招集することができる。 
  3. 会員の５分の１以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨

時総会を招集しなければならない。 
    

第 18 条    
  1. 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。 
  2. 総会は、次の事項を議決する。 
   ① 規約および規則の変更 
   ② 決算、事業報告および予算、事業計画などの承認 
   ③ 会費の変更 
   ④ 会の解散 
   ⑤ その他、会長が特に必要と認めた事項 
    

（委員会）    
第 19 条 業務の円滑な推進を図るため、理事会の承認を経て、学会に委員会を設置することができ

る。委員会の種類、運営については、別途規定に定める。 
    

（部 会）    
第 20 条 正会員は、正会員10名以上の参加をもって、理事会に対して、部会（分科会）の設置を要

求することができる。 
    

第 5 章 資産および会計 
（資 産）    

第 21 条 本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入による。資産の支出は、理事会の議決を経て、
総会が承認した予算にもとづいて行う。 

  
第 22 条 本会の会計年度は、毎年 12 月 1 日より、11 月 30 日までとする。 

    

第 6 章 規約の変更および解散 
（規約の変更） 

第 23 条 本規約の変更には、総会の議決を要する。 
    

（解 散）    
第 24 条 本会の解散は、理事会または会員の５分の１以上の提案にもとづき、総会において出席会

員の３分の２以上の賛成を得なければ、これを行うことができない。 
    

付  則    
 1. 学会規約は、2001 年 2 月 12 日から施行する。 
 2. 本会の設立準備委員会の会員は、本会の設立とともに、本会の正会員となる。 
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 3. 第１回総会前に、本会設立準備委員会によって、会長、副会長、常任理事、理事または
監事の職務を行うことを委嘱された者は、本則の規定にかかわらず就任する 

 4. 設立総会前に、設立準備委員会によって推薦された者は、第５条の規定にかかわらず本
会の会員となることができる。 

 5. 規約第２２条の規定にかかわらず、設立後最初の会計期間は、設立総会から一年経過後
の３月３１日までとする。 

 6. 理事会は、設立総会後１年半以内に理事選出規則案を総会に提出しなければならない。
設立後２年経過以降の役員は理事選出規則および本規約に基づいて選出される。 

 7. 規約第２２条は、2007 年 12 月 1 日から施行する。 
    

以  上    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－39－ 

関西ベンチャー学会 法人会員 規約 
 
 

第 1 章 総 則 
（会 員）    

第 1条 本会の法人会員は、正会員一名の推薦を受け常任理事会の審査を経て、理事会で承認され
たものとする。 

    
第 2条 本会に会員名簿を備え、所定事項を記載するものとする。 

  
（特 典）    

第 3条 法人会員は次の学会事業に一社 5人まで無料で参加できるものとする。 
  1. 例会 
  2. 各研究部会 
  3. 講演会、シンポジューム 
  4. その他、理事会において適当と認めた事業 
    

第 4条 法人会員は本会の発行する News Letter に無料で企業広告できるものとする。 
    

第５条 法人会員の年次大会への参加は、正会員一名と同じ条件とする。 
    

（会 費）     
第 6 条 法人会員は次の会費を納めなければならない。 

  1. 90,000 円（年額） 
  2. 年次大会費（正会員一名と同じ条件） 
  3. 各種学会主催の有料事業（正会員一名と同じ条件） 

  
第 7条 会費の変更は、総会において承認を受けなければならない。 

    
（退 会）    

第 8条 法人会員は、次の場合、退会したものとする。 
   法人が退会を届け出たとき 
   会費の滞納（2年）により、理事会が退会を妥当と認めたとき 
   本会の品位を汚すなどの事由により、理事会において退会をやむをえないと認

めたとき 
  

（会計年度） 
第 9条 本会の会計年度は、2008 年度は 1月 1日より 11 月 30 日までとする。 

 2009 年度以降は、毎年 12 月 1 日より 11 月 30 日までとする。 
    
付  則    
 1.法人会員規約は、2008 年 1 月 1 日から施行する。 
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関西ベンチャー学会誌 投稿規程 
 
 

１.投稿規定 
  
 ①投稿者は、原則として関西ベンチャー学会の会員とする。 
  
 ②投稿原稿は、関西ベンチャー学会の目的に則したテーマで日本語あるいは英語で書かれた 

未公開論文とする。 
  
③掲載された論文の著作権は、関西ベンチャー学会に属する。 

    
 ④本誌に掲載された論文を執筆者が他の出版物等に転用する場合、予め文書により 
関西ベンチャー学会の承認を受けることとする。 

    

２.論文の種類 
    
 研究論文、   
 研究ノート   
 資料 
 書評など   
  

３.原稿の書式 
  
 Ａ４版、横書き、20 ページ以内 
 10.5 ポイントのワープロ仕上げ 
 （1ページ当たり 34 文字ｘ34 文字）完成原稿 
 キーワード：3～5語程度 
 200～300 字程度の英文概要 
 和文と英文タイトル 
 執筆者の和文英文ネーム、所属 
    

４.発行 
    
 年間 1～2回 
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編 集 後 記 
 
関西ベンチャー学会が 8年前に設立されて以来、

常に理事会で議論されてきたのが学会誌の発行に

ついてであった。電子媒体にするか、紙媒体にす

るか、レフェリーをどうするか、会誌の構成等が

問題にされてきたのであるが、2007年 2月、執行

部が吉田新体制になってから本格的にこの問題が

議論され、結局レフェリー付きの学会誌に落ち着

き、待望の創刊号を上梓するにいたった。学会自

体が 2005 年に日本学術会議承認団体の栄誉を受

けながら、学会誌がないということは不思議なほ

どであったのであるが、2007年 7月 News Letter

発行を契機に,いっきに待望の学会誌にまで漕ぎ

着けることができ、慶びもひとしおである。 

世の中は、米国サブプライムローンを端緒に、

2008年 9月の米リーマン・ブラザーズの経営破綻

で金融市場は冬の時代を迎え、製造業においても

世界的な不況に陥っている。開業、起業、第二創

業、ベンチャーと叫ばれた起業家経済の時代は終

焉したのだろうか。そうではなく、多角化、M&A,

ハイテク・ベンチャー、国際化に求められる起業

家経済の時代はこれからの時代なのである。本誌

でも後藤幸男氏が持論とされている「VBは不況の

子」と言われているように、今こそ経営者の腕の

見せ所である。一方、日経ヴェリタスが有望技術

として紹介しているように、われわれは、バイオ・

医療、素材・製造装置、電機・情報・通信・ロボ

ット、環境エネルギーなど近い将来実現しそうな

ハイテク・ベンチャーの時代を迎えようとしてい

る。森下竜一教授講演、「吉田―森下対談」はまさ

にこのことを象徴していると言えよう。また、京

都大学大学院生石尾和哉氏にも「サービス」につ

いての研究論文の投稿をいただき、開かれた学会

誌への一助となった。執筆者，講演者の皆様に深

甚の謝意を表したい。 

最後に、本誌創刊号の編集にあたり、昨年、森

下竜一教授講演、「吉田―森下対談」の実現に奔走

し、年末、年初の休日を返上して奮闘いただいた

日本経済新聞社クロスメディア管理部編集委員の

坂川弘幸氏、また本誌のタイプなど取りまとめに

献身的な協力をいただいた学会事務局の西森綾子

氏に心から感謝したい。 

関西はベンチャーの宝庫である。関西ベンチャ

ー学会は、学会誌創刊号を契機に産学官のネット

ワークを一層充実発展させ、地域と連携し、微力

ながら関西経済発展の先導役の一役を担えたら幸

いである。 

 

関西ベンチャー学会副会長兼事務局長 
米 倉  穣（追手門学院大学経営学部教授） 
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